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中
国
研
究
集
刊

湯
浅
邦
弘
教
授
退
休
記
念
号
（
第
六
十
九
号
）

令
和
五
年
（
二
〇
二
三
）
三
月

二
一
九

二
三
九
頁

―

清
華
簡
『
五
紀
』
の
身
体
観

─

―

第
一
八
部
分
を
中
心
に

六

車

楓

は
じ
め
に

春
秋
戦
国
時
代
の
人
々
は
、
身
体
の
成
り
立
ち
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
に
一
つ
の
答
え
を
与
え
て
く
れ
る
文
献
が
、
二
〇
二
一
年
一
一
月

に
公
開
さ
れ
た

そ
の
文
献
と
は

清
華
大
学
蔵
戦
国
竹
簡

以
下

清
華
簡

の

五

。

、

（

、

）

『

』

。

、

、「

」

紀

で
あ
る

本
文
献
は

日
・
月
・
星
・
辰
・
歳
の
五
紀
を
中
心
に

后
帝

（

）

注
１

（
上
帝
）
が
定
め
た
秩
序
に
よ
っ
て
世
界
そ
の
も
の
や
人
事
が
ど
の
よ
う
に
成
立
す
る

か
を
説
く
文
献
で
あ
る

『
五
紀
』
の
整
理
者
は
、
本
文
献
を
内
容
の
ま
と
ま
り
ご
と
に

。

二
六
の
部
分
に
区
切
っ
て
釈
読
し
た
。
そ
の
う
ち
第
二
一
部
分
は
病
気
に
関
す
る
記
述

で
あ
る
。
論
者
は
本
稿
に
先
駆
け
て
第
二
一
部
分
の
釈
読
と
思
想
的
考
察
を
行
っ
た

。
そ
の
結
果

『
五
紀
』
第
二
一
部
分
で
は
天
人
相
関
思
想
の
枠
組
み
の
中
で
身

（
注
２
）

、

体
を
捉
え
な
が
ら
も
、
鬼
の
祟
り
に
よ
っ
て
発
病
す
る
と
い
う
鬼
の
病
因
論
が
採
用
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

し
か
し
『
五
紀
』
で
は
、
こ
の
第
二
一
部
分
よ
り
前
の
部
分
に
も
身
体
に
関
す
る
記

。

、

。

述
が
散
見
さ
れ
る

中
で
も
身
体
の
記
述
が
最
も
細
か
い
の
は

第
一
八
部
分
で
あ
る

そ
こ
で
本
稿
で
は

『
五
紀
』
第
一
八
部
分
を
釈
読
し
、
そ
の
他
の
部
分
の
身
体
関
連
の

、

記
述
と
あ
わ
せ
て
思
想
的
考
察
を
行
う
。
特
に
、
身
体
に
当
て
は
め
ら
れ
た
四
方
と
左

右
の
関
係
を
軸
に
、
第
二
一
部
分
の
病
気
の
記
述
の
前
提
と
な
る
で
あ
ろ
う
身
体
観
を

明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
、
清
華
簡
の
筆
写
さ
れ
た
戦
国
時
代
中
期
頃
ま
で
の
人
々
の
身

体
の
捉
え
方
を
探
る
。

一

『
五
紀
』
第
一
八
部
分
釈
読

本
章
で
は

『
五
紀
』
第
一
八
部
分
の
釈
読
を
行
う

［

］
は
竹
簡
番
号

【

】
は
語

、

。

、

。

、

。

、

注
番
号
を
表
す

釈
文
は
整
理
者
に
従
っ
て
改
行
し

適
宜
句
読
点
を
附
し
た

な
お

こ
の
内
容
を
ま
と
め
た
人
体
図
（
図
１
）
を
本
章
末
尾
に
附
し
た
の
で
、
そ
れ
も
適
宜

参
照
さ
れ
た
い
。
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《
原
文
》

后
事
鹹
成
萬
生
行
象
則
之
天
爲

與
四
［

］
巟
与
行

星
瑞〓
后
事
鹹
成
萬
生
行
象
則
之
天
爲

與
四
［

］
巟
与
行

星
瑞

司

爲
朿
甲
子

79

之
旬
是
司
高
大

川
大
山
与
月
婁

少
昊
司
录
大
敢
及
［

］
門
爲
右
臘
甲
戌
之
旬

〓

80

是
司
大
音
大
石
禝

匿
与
日
昜
者

昏
大
昊
司
命
癸
中
及
司

爲

臘
［

］
甲
申
之

81

旬
是
司
南
冘
右
肩
東
冘

肩
北
冘

䠋
西
冘
右
䠋
西

旬
是
司
南
冘
右
肩
東
冘

肩
北
冘

䠋
西
冘
右
䠋
西

右
厷
東

旬
是
司
南
冘
右
肩
東
冘

肩
北
冘

䠋
西
冘
右
䠋
西

厷
西

旬
是
司
南
冘
右
肩
東
冘

肩
北
冘

䠋
西
冘
右
䠋
西

右
夃

［

］
東

夃

南
惟

辟
右
南
惟
右
辟
北
唯
之
右

亓

〓
〓

［

］
東

夃

南
惟

辟
右
南
惟
右
辟
北
唯
之
右

亓

是
隹
大
神
尚

82
大
骨
十
二
十
㫳
又
二
是
司
大
［

］
角
爲
耳

星
爲
目
南
門
之

爲
畀

大
骨
十
二
十
㫳
又
二
是
司
大
［

］
角
爲
耳

星
爲
目
南
門
之

爲
畀

爲
口
北
主

83

爲
心

爲

肝
良
爲
胤

爲

軫
爲

圶
［

］
爲

甲
午
之
旬
是
司
東
維

84

手
南
維
右
手
甲
㫳
之
旬
是
司
西
維
右
足
北
維

足
甲
寅
之
旬
是
司
［

］
六
旬
尚

85

桼
少
骨
示
神
是
司
［

］
86

《
釈
文
》

后
事
【
１
】
咸
成
、
萬
生
【
２
】
行
象
則
之
【
３

。
天
爲
首
、
地
與
四
荒
【
４
】
与

】

【

】

【

】

【

】

【

】

【

】、

【

】
。

行

５

・
明
星

６

・
顓
頊

７

・
司
盟

８

爲
脊

９

甲
子
之
旬
是
司

10

高
大
【

・
大
川
・
大
山
【

】
与
月
・
膢
【

・

窮
【

・
少
昊
【

・
司

】

】

】

】

11

12

13

14

15

禄
【

・
大
嚴
【

】
及
門
【

】
爲
右
脅
【

、
甲
戌
之
旬
是
司
。
大
音
【

・

】

】

】

16

17

18

19

20

大
石

・
稷
匿

与
日
・
揚
者

・
昭
昏

・
大
昊

・
司
命

・

【

】

【

】

【

】

【

】

【

】

【

】

21

22

23

24

25

26

癸
中
【

】
及
司
校
【

】
爲
左
脅
、
甲
申
之
旬
是
司
。

27

28

【

】

、

。

【

】
、

。

【

】

、

南
堪

右
肩

東
堪
左
肩

北
堪
左
髀

西
堪
右
髀

西
柱

右
厷

29

30

31

東
柱
左
厷
。
西
柱
右
股
【

、
東
柱
左
股
。
左
南
維
【

】
左
臂
、
右
南
維
右
臂
。
北

】
32

33

維
之
右
右
骸
【

、
其
左
左
骸
。
是
唯
大
神
尚
大
骨
十
二
【

、
十
辰
有
二
是
司
。

】

】

34

35

大
角
爲
耳
、
建
星
【

】
爲
目
、
南
門
之
際
【

】
爲
鼻
、
箕
爲
口
、
北
斗
爲
心
、

36

37

【

】

、

【

】
、

【

】、

【

】
、

【

】
、

皎
壁

爲
肺
肝

狼
爲
腎

伐
爲
脧

軫
爲
尻

奎
爲
脾

38

39

40

41

42

甲
午
之
旬
是
司
。
東
維
左
手
、
南
維
右
手
、
甲
辰
之
旬
是
司
【

。
西
維
右
足
、
北
維

】
43

左
足
、
甲
寅
之
旬
是
司
。
六
旬
尚
短
節
小
骨
、
祇
神
是
司
【

。】
44

《
書
き
下
し
文
》

后
事
咸
な
成
り
て
、
万
生
の
行
い
は
之
に
象
則
す
。
天
を

首

と
為
し
、
地
と
四
荒

か

し

ら

と
行
・
明
星
・
顓
頊
・
司
盟
と
を
脊
と
為
す
、
甲
子
の
旬
は
是
れ
司
な
り
。
高
大
・
大

川
・
大
山
と
月
・
膢
・

窮
・
少
昊
・
司
禄
・
大
厳
及
び
門
と
を
右
脅
と
為
す
、
甲
戌

の
旬
は
是
れ
司
な
り
。
大
音
・
大
石
・
稷
匿
と
日
・
揚
者
・
昭
昏
・
大
昊
・
司
命
・
癸

中
及
び
司
校
と
を
左
脅
と
為
す
、
甲
申
の
旬
は
是
れ
司
な
り
。

南
堪
は
右
肩
、
東
堪
は
左
肩
。
北
堪
は
左
髀
、
西
堪
は
右
髀
。
西
柱
は
右
厷
、
東
柱

は
左
厷
。
西
柱
は
右
股
、
東
柱
は
左
股
。
左
南
維
は
左
臂
、
右
南
維
は
右
臂
。
北
維
の

右
は
右
骸
、
其
の
左
は
左
骸
。
是
れ
唯
れ
大
神
は
大
骨
十
二
を
尚
り
、
十
辰
有
二
是
れ

司
な
り
。

、

、

、

、

大
角
を
耳
と
為
し

建
星
を
目
と
為
し

南
門
の
際
を
鼻
と
為
し

箕
を
口
と
為
し

北
斗
を
心
と
為
し
、
皎
壁
を
肺
肝
と
為
し
、
狼
を
腎
と
為
し
、
伐
を
脧
と
為
し
、
軫
を

尻
と
為
し
、

甲
午
の
旬
は
是
れ
司
な
り
。
東
維
は
左
手
、
南
維
は
右

奎
を
脾
と
為
す
、

手
、
甲
辰
の
旬
は
是
れ
司
な
り
。
西
維
は
右
足
、
北
維
は
左
足
、
甲
寅
の
旬
は
是
れ
司

な
り
。
六
旬
は
短
節
小
骨
を
尚
り
、
祇
神
は
是
れ
司
な
り
。

《
日
本
語
訳
》

、

。

后
帝
の
務
め
が
全
て
完
成
し

人
類
の
行
い
は
后
帝
の
作
り
上
げ
た
も
の
に
従
っ
た

天
は
頭
で
あ
り
、
地
と
四
荒
と
行
・
明
星
・
顓
頊
・
司
盟
と
は
背
骨
で
あ
る
。
甲
子
の

日
か
ら
始
ま
る
一
〇
日
間
が
そ
れ
を
統
べ
る
。
高
大
・
大
川
・
大
山
と
月
・
膢
・

窮
・
少
昊
・
司
禄
・
大
厳
お
よ
び
門
は
右
側
の
肋
骨
で
あ
り
、
甲
戌
の
日
か
ら
始
ま
る

一
〇
日
間
が
統
べ
る
。
大
音
・
大
石
・
稷
匿
と
日
・
揚
者
・
昭
昏
・
大
昊
・
司
命
・
癸



（ 221 ）

、

。

中
お
よ
び
司
校
は
左
側
の
肋
骨
で
あ
り

甲
申
の
日
か
ら
始
ま
る
一
〇
日
間
が
統
べ
る

南
堪
は
右
肩
、
東
堪
は
左
肩
。
北
堪
は
左
の
骨
盤
、
西
堪
は
右
の
骨
盤
。
西
柱
は
右

の
上
腕
、
東
柱
は
左
の
上
腕
。
西
柱
は
右
の
も
も
、
東
柱
は
左
の
も
も
で
あ
る
。
左
南

維
は
左
の
前
腕
、
右
南
維
は
右
の
前
腕
で
あ
る
。
北
維
の
右
は
右
す
ね
、
そ
の
左
は
左

す
ね
で
あ
る
。
大
神
は
こ
れ
ら
一
二
の
大
骨
を
掌
り
、
十
二
辰
が
こ
れ
を
統
べ
る
。

大
角
は
耳
、
建
星
は
目
、
南
門
の
際
は
鼻
、
箕
は
口
、
北
斗
は
心
、
皎
壁
は
肺
肝
、

狼
は
腎
、
伐
は
陰
部
、
軫
は
尻
で
あ
り
、

甲
午
の
日
か
ら
始
ま
る
一

奎
は
脾
で
あ
り
、

〇
日
間
が
統
べ
る
。
東
維
は
左
手
、
南
維
は
右
手
で
あ
り
、
甲
辰
の
日
か
ら
始
ま
る
一

〇
日
間
が
統
べ
る
。
西
維
は
右
足
、
北
維
は
左
足
で
あ
り
、
甲
寅
の
日
か
ら
始
ま
る
一

〇
日
間
が
統
べ
る
。
六
旬
が
（
上
記
の
）
短
く
小
さ
い
関
節
や
骨
を
掌
り
、
祇
神
が
統

べ
る
の
で
あ
る
。

《
語
注
》

【
１
】
后
事
：

后
」
は
第
一
簡
に
見
え
る
「
后
帝
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う

「
后
帝
」
に

「

。

、

『

』

「

」

。『

』

つ
い
て

整
理
者
は

詩

魯
頌
・
閟
宮
の

皇
皇
后
帝

を
引
く

毛
詩
注
疏

（

）

注
３

「

、

」

、

。

鄭
玄
箋
は

皇
皇
后
帝

謂
天
也

と
述
べ

祭
祀
の
対
象
で
あ
る
昊
天
上
帝
を
指
す

ま
た

『
楚
辞
』
天
問
の
「
何
獻
蒸
肉
之
膏
、
而
后
帝
不
若
」
に
対
す
る
王
逸
注
は
「
后

、

帝
、
天
帝
也
」
と
述
べ
る
。
加
え
て

『
五
紀
』
第
六
九
～
七
〇
簡
に
は
「
唯
皇
上
帝
、

、

和
兆
天
度
、
建
設
五
歩
、
春
秋
冬
夏
・
天
衡
既
正
、
爰
有
日
夜
」
な
ど
と
あ
り
、
こ
こ

で
は
「
皇
上
帝
」
が
天
の
巡
り
を
統
制
す
る
。
こ
の
「
皇
上
帝
」
の
役
割
は
『
五
紀
』

の
中
で
説
か
れ
る
「
后
帝
」
の
役
割
と
同
じ
で
あ
る
。

【
２
】
萬
生
：
広
く
人
間
・
人
類
の
意
。
銀
雀
山
漢
簡
「
奇
正
」
第
一
一
七
八
簡
に
は

「
有
能
有
不
能
、
萬
生
是
也
」
と
あ
り

『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
（
貳

（
銀
雀
山
漢
墓
竹

、

）
』

簡
整
理
小
組
編
、
文
物
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）
一
五
五
頁
に
よ
る
と
、
各
種
生
物
の

こ
と
で
あ
る
。
原
文
の
「
生
」
字
は
「
姓
」
字
に
通
じ
る
た
め

「
萬
姓
」
と
読
み
替
え

、

て
万
民
の
意
味
で
も
理
解
で
き
る
が

五
紀

に
は
万
民
・
民
の
意
味
で

萬
民

百

、『

』

「

」「

生
（
姓

」
と
い
う
語
が
多
用
さ
れ
て
お
り
、
若
干
の
使
い
分
け
が
為
さ
れ
て
い
る
よ
う

）

に
思
わ
れ
る
。
ま
た

『
五
紀
』
第
一
〇
部
分
で
は
、
各
神
祇
（

五
紀
』
の
中
で
は
日

、

『

月
や
石
な
ど
に
宿
る
自
然
神
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
霊
妙
な
力
を
持
つ
存
在
と
し
て

。

、

）

、

位
置
づ
け
ら
れ
る

后
帝
の
下

世
界
の
秩
序
を
保
つ

に
よ
っ
て
海
の
生
物
や
草
木

虫
、
禽
獣
が
生
み
出
さ
れ
た
と
し
、
そ
れ
に
続
け
て
「
萬
生
」
そ
の
も
の
や
飲
食
に
代

表
さ
れ
る
「
萬
生
」
の
行
動
も
神
祇
が
つ
か
さ
ど
る
と
述
べ
る
。
こ
の
記
述
に
お
け
る

「
萬
生
」
は
、
民
と
い
う
限
定
的
な
意
味
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
広
い
人
間

全
般
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る

以
上
よ
り

第
一
八
部
分
に
お
け
る

萬
生

も
人
間
・

。

、

「

」

人
類
と
解
釈
し
た
い
。

【
３
】
行
象
則
之
：

象
則
」
は
『
春
秋
繁
露
』
保
位
権
に
「
黑
白
分
明
、
然
後
民
知
所

「

。

、

。

」

、

。

去
就

民
知
所
去
就

然
後
可
以
致
治

是
爲
象
則

と
あ
り

法
則
の
意
味
を
持
つ

こ
こ
か
ら
考
え
て

『
五
紀
』
の
場
合
は
則
る
の
意
味
で
解
釈
し
た

『
春
秋
左
氏
伝
』

、

。

襄
公
三
十
一
年
に
は
「
故
君
子
在
位
可
畏
、
施
舍
可
愛
、
進
退
可
度
、
周
旋
可
則
、
容

止
可
觀
、
作
事
可
法
、
德
行
可
象
」
と
あ
る
。

「
行
い
が
后
帝
の
作
り
上
げ
た
も
の
に
従
う
」
と
い
う
こ
の
一
文
と
、
神
祇
と
身
体

部
位
と
の
関
係
を
説
く
後
文
と
の
繋
が
り
は
や
や
理
解
し
が
た
い
。
し
か
し
、
人
間
の。

行
い
は
身
体
が
動
い
て
生
じ
る
も
の
と
考
え
れ
ば
文
意
を
く
み
取
る
こ
と
は
で
き
よ
う

第
一
八
部
分
に
お
い
て
神
祇
と
身
体
部
位
は
結
び
つ
き
、
神
祇
が
身
体
の
正
し
い
動
き

を
つ
か
さ
ど
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
神
祇
の
働
き
も
含
め
て
世
界
の
秩
序
を
生

み
出
し
た
の
は
后
帝
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
一
文
は
、
身
体
の
動
き
（
行
い
）
も
后

帝
の
生
み
出
し
た
秩
序
に
従
っ
て
正
し
く
動
く
、
と
理
解
で
き
る
。

、

「

」

（
「

《

》

な
お

賈
連
翔
氏
は

象

字
を
人
体
の
形
と
い
う
意
味
で
と
る

清
華
簡

五
紀
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中
的
〝
行
象
〟
之
則
与
〝
天
人
〟
関
係

『
文
物
』
二
〇
二
一
年
第
九
期
、
八
七
頁

。

」
、

）

、「

」

、「

」

、

こ
の
場
合

行
象

と
熟
し

行
い
と
人
体
の
形

が
后
帝
の
作
っ
た
秩
序
に
則
る

と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

【
４
】
四
荒
：

五
紀
』
の
中
で
群
神
の
一
つ
と
さ
れ
、
原
注
三
に
よ
る
と
、
第
九
簡
に

『

見
え
る
「
大
和

「
小
和

「
大

「
小

」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
四
つ
が
具
体
的

」

」

」

に
何
で
あ
る
か
は
未
詳
で
あ
る
が
、
第
九
簡
で
こ
れ
ら
が
「
數
算
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ

、

「

、

、

、

。

て
い
る
こ
と
と

第
二
八
簡
に

后
曰

天
下
之
神
祇

神
之
受
算
位
者

其
數
如
此

天
曰
施
、
地
曰
型
、
和
曰
時
、

曰
成
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
数
算
に
関
係
す
る
神
祇

と
思
わ
れ
る
。行

神
の
こ
と
。
こ
れ
は
五
祀
の
う
ち
の
一
つ
で
、
道
を
守
る
神
と
さ
れ
、

【
５
】
行
：

包
山
楚
簡
や
睡
虎
地
秦
簡
『
日
書
』
に
も
記
述
が
多
い
。
楚
人
は
家
の
外
の
危
険
か
ら

身
を
守
る
た
め
に
、
行
神
を
祭
っ
て
い
た

「
行
」
が
登
場
す
る
『
五
紀
』
も
そ
の
風
習

。

を
反
映
し
た
文
献
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

【
６
】
明
星
：

東
有
啓
明
、
西
有
長
庚
」
に
対

金
星
の
こ
と

『
詩
』
小
雅
・
大
東
の
「

。

す
る
毛
伝
は
「
日
旦
出
謂
明
星
爲
啓
明
」
と
述
べ
る
。
啓
明
は
金
星
の
こ
と
で
あ
る
。

【
７
】
顓
頊
：
五
行
の
神
で
あ
る
五
帝
の
一
人
で
、
北
方
を
つ
か
さ
ど
る
神
。

【
８
】
司
盟
：
整
理
者
に
従
い
、
盟
誓
の
神
と
理
解
す
る

。

（
注
４
）

【
９
】
脊
：
原
文
の
「
朿
」
字
は
、
原
注
三
に
よ
る
と
清
母
錫
部
で
あ
り
、
精
母
錫
部

の
「
脊
」
字
に
読
み
替
え
ら
れ
る
。
論
者
も
こ
れ
に
従
う
。

【

】
甲
子
之
旬
是
司
：

甲
子
之
旬
」
と
は
、
日
干
支
の
甲
子
の
日
か
ら
癸
酉
の
日
ま

「

10
で
の
一
〇
日
間
の
こ
と
。
原
注
四
に
よ
れ
ば
、
天
・
地
・
四
荒
・
行
・
明
星
・
顓
頊
・

司
盟
の
一
〇
体
の
神
が
各
々
一
日
を
掌
り
、
そ
れ
が
全
て
あ
わ
さ
っ
て
甲
子
の
旬
と
な

る
。
後
文
の
「
甲
戌
之
旬

「
甲
申
之
旬

「
甲
午
之
旬

「
甲
辰
之
旬

「
甲
寅
之
旬
」

」

」

」

」

も
同
じ
く
、
日
干
支
と
神
祇
の
結
び
つ
き
を
説
く
。

『
五
紀
』
第
三
一
簡
に
「
高
大
尚
民
之
祖
」
と
あ
る
こ

【

】
高
大
：
未
詳
で
あ
る
が
、

11
と
を
踏
ま
え
る
と
、
祖
先
を
つ
か
さ
ど
る
神
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

大
川
・
大
山
：
そ
れ
ぞ
れ
川
や
山
の
自
然
神
の
こ
と
で
あ
る

『
五
紀
』
第
三
二

【

】

。

12

、「

、

、

。

、

、

～
三
四
簡
に
は

大
川
尚
水

魚
鱉
黿
鼉
蛤
象

青
草
百
物
生
之

其
水
沈

澤
五
穀

濾
酒
濁

、
濯
漑
浴
沐

。
民
之
裕
材
、
其
珍
珠
・
龜
・
象
。
大
山
尚
石
、
登
雲

（
注
５
）

五
物
、
草
木
百
物
、
虫
蛇
百
物
、
禽
獸
百
物
□
（
生
？
）
之
。
民
之
裕
材
、
其
珍
金
・

玉

」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
然
神
は
他
の
楚
簡
に
も
記
述
が
多
い
。

（
注
６
）

【

】
膢
：
ユ
ー
ザ
ー
名
「
王
寧
」
氏

に
従
い
、
釈
文
の
「
婁
」
字
を
「
膢
」

（
注
７
）

13
字
に
読
み
替
え
て
、
飲
食
の
神
と
理
解
す
る

『
説
文
解
字
』
肉
部
に
は
「
膢
。
楚
俗
以

。

二
月
祭
飲
食
也
。
从
肉
婁
聲
。
一
曰
祈
穀
食
新
曰
離
膢
」
と
あ
り
、
飲
食
の
神
を
祀
る

祭
祀
の
こ
と
で
あ
る

『
五
紀
』
第
一
八
部
分
で
は
何
ら
か
の
神
祇
が
列
挙
さ
れ
て
い
る

。

こ
と
か
ら
、
第
一
八
部
分
の
「
膢
」
は
飲
食
の
神
そ
の
も
の
と
し
て
解
釈
す
る
。

【

】

、

。

窮
：
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が

文
脈
か
ら
し
て
何
ら
か
の
神
祇
と
思
わ
れ
る

14
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「

」
字
は
字
義
が
不
明
で
あ
る
。
整
理
者
は
、
第
九
〇
簡
の
「

」
字
を
「
拳
」
字

、

「

」

、

に
読
み
替
え
て
い
る
が

こ
の
神
祇
の
名
称
で
も

拳

字
に
読
み
替
え
ら
れ
る
か
は

判
然
と
し
な
い
。
ま
た
、
原
文
の
「

」
字
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
読
み
替
え
ず
に
そ

の
ま
ま
釈
読
し
て
い
る
。
し
か
し
、
第
七
簡
で
は
「

」
字
に
、
第
二
一
簡
・
第
三
五

「

」

、

「

」

『

』

簡
で
は

字
に
な
っ
て
い
る
こ
と

お
よ
び

字
が
清
華
簡

湯
在
啻
門

「

」

、「

」

「

」

第
一
〇
簡
で
は

窮

字
に
読
み
替
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
従
い

字
は

窮

字
と
し
て
理
解
す
る
。

五
帝
の
一
人
で
、
西
方
を
つ
か
さ
ど
る
神
。

【

】
少
昊
：

15
【

】
司
禄
：

『
史
記
』
天
官
書
に

「
斗
魁
戴
匡
六
星
曰
文

文
昌
宮
第
六
星
の
こ
と
。

、

16
昌
宮
。
一
曰
上
將
、
二
曰
次
將
、
三
曰
貴
相
、
四
曰
司
命
、
五
曰
司
中
、
六
曰
司
祿
」

と
あ
る
。大

嚴
：
未
詳
で
あ
る
が

「
嚴
」
字
は
「
巌
」
字
に
通
じ
る
た
め
、
大
き
な
岩
に

【

】

、

17
宿
る
神
の
こ
と
を
指
す
の
か
も
し
れ
な
い
。

門
神
の
こ
と
。
こ
れ
も
行
神
と
同
じ
く
、
五
祀
の
一
つ
で
包
山
楚
簡
な
ど

【

】
門
：

18
に
も
記
述
が
多
数
見
ら
れ
る
。
楚
人
は
、
鬼
神
が
家
の
門
戸
を
往
来
す
る
と
考
え
、
災

い
を
避
け
る
た
め
に
門
戸
を
祭
っ
た
。

【

】
右
脅
：
論
者
は
「
右
」
お
よ
び
後
文
の
「
左
」
を
、
自
分
に
と
っ
て
の
右
・
左

19
と
解
釈
す
る
。
こ
の
説
の
他
に
は
、
腹
側
か
ら
身
体
を
見
て
向
か
っ
て
右
（
自
分
に
と

っ
て
の
左

・
向
か
っ
て
左
（
自
分
に
と
っ
て
の
右
）
と
す
る
説
も
あ
る
が

、
論

）

（
注
８
）

者
は
そ
れ
を
採
ら
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
章
で
考
察
す
る
。

「
脅
」
字
に
つ
い
て
、
原
注
五
は

「
臘
」
字
が
楚
文
字
に
お
い
て
し
ば
し
ば
「
脅
」

、

字
に
通
ず
る
と
述
べ
る
。
確
か
に
、
清
華
簡
『
楚
居
』
に
は
、
篇
が
「
骨
」
で
あ
る
も

の
の

「

」
字
を
「
脅
」
字
に
読
み
替
え
る
例
が
見
え
る

「
巤
」
字
は
来
母
葉
部
、

、

。

「
脅
」
字
は
暁
母
葉
部
で
あ
る
の
で
、
読
み
替
え
ら
れ
る
。

【

】

「

」

、

。

大
音
：
整
理
者
は

大
音

を
雷
の
こ
と
と
す
る
が

根
拠
は
不
明
で
あ
る
（

）

注
９

20
『
五
紀
』
に
お
け
る
「
大
音
」
の
初
出
は
「
后
曰
、
一
風
、
二
雨
、
三
寒
、
四
暑
、
五

大
音
、
天
下
之
時

（
第
五
簡
）
で
あ
る
。
整
理
者
は
こ
の
「
風

「
雨

「
寒

「
暑
」

」

」

」

」

が
全
て
自
然
現
象
で
あ
る
こ
と
か
ら

「
大
音
」
も
自
然
現
象
と
考
え
、
自
然
現
象
の
中

、

で
大
き
な
音
が
鳴
る
雷
と
解
釈
し
た
の
で
あ
ろ
う
か

確
か
に

老
子

第
四
一
章

大

。

、『

』

「

」

、

「

、

」

、

音
希
聲

に
対
し

河
上
公
は

大
音
猶
雷
霆

待
時
而
動

と
注
し
て
お
り
（

）

注
10

こ
れ
に
基
づ
け
ば
雷
と
と
れ
る

『
五
紀
』
第
五
簡
で
こ
れ
ら
五
つ
の
自
然
現
象
が
「
天

。

下
之
時
」
と
さ
れ
る
の
は
、
自
然
現
象
が
規
則
正
し
く
巡
る
こ
と
が
正
し
い
時
を
刻
む

こ
と
と
見
な
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う

『
史
記
』
楽
書
に
は
「
天
地
之
道
、
寒
暑
不
時

。

則
疾
、
風
雨
不
節
則
饑
」
と
あ
り
、
気
温
や
天
気
が
そ
の
季
節
に
合
っ
て
い
な
い
と
病

気
や
飢
餓
が
起
こ
る
と
さ
れ
た
。
こ
れ
は
『
五
紀
』
の
思
想
と
通
ず
る
。
雷
に
つ
い
て

も

『
礼
記
』
月
令
・
仲
春
の
月
に
「
雷
乃
發
聲
、
始
電
、
蟄
蟲
咸
動
、
啓
戸
始
出
」
と

、
あ
り
、
雷
が
春
に
鳴
る
こ
と
で
虫
が
動
き
始
め
る
と
さ
れ
た
。
こ
れ
も
雷
が
時
を
刻
ん

で
い
る
例
で
あ
る
。

【

】

、

。

大
石
：
大
山
・
大
川
が
山
川
の
神
で
あ
る
こ
と
か
ら

石
に
宿
る
神
の
こ
と
か

21
何
星
亮
『
中
国
自
然
神
与
自
然
崇
拝

（
三
聯
書
店
上
海
分
店
、
一
九
九
二
年
、
三
四
七

』

～
三
六
八
頁
）
に
よ
る
と
、
石
は
火
を
起
こ
し
た
り
、
武
器
に
し
た
り
で
き
る
こ
と
か

ら
、
古
代
よ
り
神
聖
視
さ
れ
た
。
ま
た
、
地
震
な
ど
で
巨
石
が
起
ち
上
が
る
こ
と
も
あ

り
、
こ
う
し
た
現
象
を
奇
異
に
感
じ
た
古
代
人
は
石
を
信
仰
す
る
よ
う
に
な
っ
た

『
五

。
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紀
』
の
大
石
も
こ
の
よ
う
な
石
信
仰
の
流
れ
を
受
け
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

『
五
紀
』
第
三
五
簡
に
は
「
稷
施
五
穀
」
と
、
ま

【

】
稷
匿
：
穀
物
の
神
の
こ
と
か
。

22
た

周
礼

春
官
宗
伯
・
大
宗
伯

以
血
祭
祭
社
稷
・
五
祀
・
五
嶽

の
鄭
注
に
は

社

『

』

「

」

「

稷
、
土
穀
之
神
」
と
あ
る
。
ま
た
、
古
来
、
中
国
の
伝
説
上
の
人
物
「
后
稷
」
は
農
耕

の
神
と
さ
れ
、
信
仰
さ
れ
た

『
五
紀
』
の
稷
匿
も
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

。

【

】
揚
者
：
風
に
関
わ
る
神
の
こ
と
か
。
整
理
者
は
『
五
紀
』
第
三
四
簡
の
「
日
明

23
之
、
風
事
之
、
昭
昏
敬
之
、
大
昊
間
之
、
司
命
司
之
、
癸
中
視
之
」
に
お
け
る
「
風
」

に
対
応
す
る
も
の
と
考
え
る
。
確
か
に
、
第
八
一
簡
の
日
・
揚
者
・
昭
昏
・
大
昊
・
司

命
・
癸
中
の
並
び
は
、
第
三
四
簡
の
日
・
風
・
昭
昏
・
大
昊
・
司
命
・
癸
中
と
い
う
並

び
と
同
じ
で
あ
り
、
こ
の
二
つ
の
記
述
に
見
え
る
神
祇
が
同
じ
も
の
な
ら
ば

「
風
」
と

、

揚
者

と
は
同
義
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い

ま
た

列
子

黄
帝

揚
於
地

の
宋
・

「

」

。

、『

』

「

」

陳
景
元
の
釈
文
は
「
揚

〔
中
略
〕
猶
颺
物
從
風
也
」
と
述
べ

「
揚
」
字
に
は
風
に
物

、

、

が
吹
き
上
が
り
飛
ん
で
い
く
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
こ
こ
か
ら
「
揚
者
」
は
風
に
関
わ

る
神
と
理
解
で
き
る
。

【

】
昭
昏
：
字
義
か
ら
し
て
、
明
る
さ
と
暗
さ
を
つ
か
さ
ど
る
神
の
こ
と
か
。
整
理

24
者
は
文
を
な
す
も
の
と
と
る

。

（
注

）
11

【

】
大
昊
：
五
帝
の
大
皞
（
太
昊
）
で
、
東
方
を
つ
か
さ
ど
る
。

25
【

】

、

『

』

「

、

司
命
：
文
昌
宮
六
星
の
第
四
星
か

あ
る
い
は

管
子

国
蓄
の

五
穀
食
米

26
民
之
司
命
也
」
と
い
う
記
述
か
ら
考
え
る
と
、
人
の
生
死
を
つ
か
さ
ど
る
神
と
も
と
れ

る
。

【

】
癸
中
：
整
理
者
に
よ
る
と
、
清
華
簡
『
殷
高
宗
問
於
三
壽
』
第
一
六
簡
に
も
見

27
え
る

。
確
か
に
「
揆
中
水
衡
」
と
あ
る
。
こ
の
「
揆
」
字
は
「
癸
」
字
と
通
じ

（
注

）
12

る

『
殷
高
宗
問
於
三
壽
』
の
「
揆
中
」
は
「
中
を
揆
る
」
と
読
み
、
中
庸
を
は
か
る
と

。
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
か
ら

『
五
紀
』
の
「
癸
中
」
は
中
庸
を
つ
か
さ
ど
る
神
祇
と
も

、

考
え
ら
れ
る
が
、
判
然
と
し
な
い
。

【

】
司
校
：
整
理
者
に
従
い
、
司
察
の
神
と
理
解
す
る

。

（
注

）

28

13

【

】

、『

』

「

」

南
堪
：
後
文
の
東
堪
・
北
堪
・
西
堪
と
あ
わ
せ
て

五
紀

の
中
で
は

四
堪

29
と
い
う
神
祇
と
さ
れ
る
。

（

）

「

」

「

」

、

四
堪

は
原
文
で

四
冘

と
な
っ
て
い
る
が

張
雨
絲
・
林
志
鵬
両
氏
の
説

注
14

清
華
簡
『
五
紀
』
第

に
従
い

「
冘
」
字
を
「
堪
」
字
に
読
み
替
え
る
。
詳
細
は
拙
稿
「

、

二
一
部
分
の
思
想
的
特
徴
：
病
因
論
と
疾
病
観
の
観
点
か
ら

（

中
国
研
究
集
刊
』
第

」
『

。

六
八
号
、
二
〇
二
二
年
八
月
）
五
一
頁
を
参
照
さ
れ
た
い

【

】

「

」

『

』

「

。

」

。「

」

髀
：
釈
文
の

䠋

字
は

玉
篇

足
部
に

古
髀
字

股
外
也

と
あ
る

髀

30
字
は
『
説
文
解
字
』
骨
部
に
「
髀
、
股
也
」
と
あ
る
。
原
注
七
は
後
文
に
「
夃
（
股

」）

字
が
出
て
く
る
こ
と
と

「
四
冘
」
の
つ
か
さ
ど
る
部
位
が
上
半
身
で
は
肩
で
あ
る
こ
と

、

、「

」

『

』

、「

」
、

か
ら

髀

字
を

説
文
解
字

の
と
お
り
に
股
の
意
味
で
と
る
の
で
は
な
く

髖

つ
ま
り
骨
盤
の
意
味
で
理
解
し
た
方
が
よ
い
と
す
る
。
確
か
に

「
四
堪
」
が
肩
と
骨
盤

、

と
を
つ
か
さ
ど
る
と
考
え
た
方
が
後
文
と
部
位
が
重
複
す
る
こ
と
も
な
く
、
ま
た
胴
体

。

、「

」

の
四
隅
に
あ
る
大
き
な
関
節
同
士
で
対
応
す
る

よ
っ
て
論
者
も
整
理
者
に
従
い

髀
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字
に
読
み
替
え
た
上
で
骨
盤
と
訳
す
。

【

】
西
柱
：
後
文
の
東
柱
と
あ
わ
せ
て

『
五
紀
』
の
中
で
は
「
四
柱
」
と
い
う
神
祇

、

31
と
さ
れ
て
い
る
。
整
理
者
は
『
淮
南
子
』
天
文
訓
の
「
昔
者
共
工
與
顓
頊
爭
爲
帝
、
怒

、

、

」

、

。

而
觸
不
周
之
山

天
柱
折

地
維
絶

を
引
き

天
を
支
え
る
柱
と
解
釈
す
る
（

）

注
15

『
五
紀
』
第
三
八
簡
に
も
「
四
柱
同
號
曰
天
柱
」
と
あ
る
の
で
、
天
の
柱
と
考
え
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
四
柱
は
、
第
二
〇
簡
に
「
禮
・
愛
成
左
、
南
維
・
北
維
・
東
柱
・

東
柱
。
義
・
忠
成
右
、
南
維
・
北
維
・
西
柱
・
西
柱

と
あ
る
こ
と
と
、
原
文
に

」（
注

）
16

南
柱
・
北
柱
と
い
う
語
が
見
え
な
い
こ
と
か
ら
、
東
柱
二
本
と
西
柱
二
本
に
対
す
る
呼

び
方
で
あ
ろ
う
。

【

】
股
：
原
注
七
に
従
っ
て
原
文
の
「
夃
」
字
を
「
股
」
字
に
読
み
替
え
る
。
読
み

32
替
え
例
は
、
清
華
簡
『
鄭
文
公
問
太
伯
』
甲
本
第
五
簡
に
、
に
く
づ
き
の
つ
い
た
も
の

で
は
あ
る
が
「
奮
其

（
股
）
肱
」
と
あ
る
。
な
お
、
こ
の
「

」
字
は
『
五
紀
』

、「

」

。「

」

。

第
九
三
簡
に
も
見
え

股

の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る

股

は
太
も
も
の
こ
と

『
説
文
解
字
』
肉
部
に
「
股
、
髀
也
」
と
あ
る
。

【

】

、『

』

「

」

南
維
：
後
文
の
北
維
・
東
維
・
西
維
と
あ
わ
せ
て

五
紀

の
中
で
は

四
維

33
と
い
う
神
祇
と
さ
れ
る

「
四
維
」
は
『
五
紀
』
第
七
一
～
七
二
簡
に
「
后
乃
診
象
、
匡

。

四
極
。
東
維
龍
、
南
維
鳥
、
西
維
虎
、
北
維
蛇
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
四
方
の
四
神
の

こ
と
を
指
す
か
。
第
三
九
簡
に
は
「
四
維
同
號
曰
天
維
、
行
望
四
方
」
と
、
第
四
一
簡

「

」

、

。

に
は

四
維
同
號
曰
行
星

と
あ
り

星
の
運
行
を
つ
か
さ
ど
る
神
祇
と
考
え
ら
れ
る

『
淮
南
子
』
天
文
訓
に
は
「
日
冬
至
、
日
出
東
南
維
、
入
西
南
維
。
至
春
秋
分
、
日

出
東
中
、
入
西
中
。
夏
至
、
出
東
北
維
、
入
西
北
維
、
至
則
正
南
」
と
、
四
方
の
隅
と

し
て
東
南
維
・
西
南
維
・
東
北
維
・
西
北
維
が
出
て
く
る
。
位
置
関
係
か
ら
し
て

『
五

、

』

「

」

『

』

、「

」

、「

」

紀

の

右
南
維

は

淮
南
子

の
西
南
維

左
南
維

は
東
南
維

北
維
之
右

は
西
北
維
、
北
維
の
左
は
東
北
維
に
当
た
る
で
あ
ろ
う
。

【

】
骸
：
原
注
九
は
、
原
文
の
「

」
字
は
後
文
の
第
九
三
・
一
一
一
簡
で
そ
れ
ぞ

34
れ
「

「

」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
三
つ
の
文
字
は
巳
あ
る
い
は
子
が
声
符

」、

「

」

。

、

で
あ
り

そ
の
他
の
部
分
が
意
符
で
あ
っ
て

骸

の
異
構
で
あ
る
と
述
べ
る

ま
た

巳
と
子
は
し
ば
し
ば
通
じ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
、
巳
と
亥
が
通
じ
る
例
と
し
て
、
伝
世

本
『
老
子
』
第
二
五
章
の
「
獨
立
不
改
」
の
「
改
」
字
が
郭
店
楚
簡
本
で
は
「
亥
」
字

に
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
挙
げ
る
。
論
者
も
こ
れ
に
従
い
、
読
み
替
え
る
。

「
骸
」
は
『
説
文
解
字
』
骨
部
に
「
骸
、
脛
骨
也
」
と
あ
る
と
お
り
、
ふ
く
ら
は
ぎ

の
骨
の
こ
と
。

【

】
大
骨
十
二
：
原
注
一
〇
に
よ
る
と
、
肩
二
箇
所
・
髀
二
箇
所
・
厷
二
箇
所
・
股

35
二
箇
所
・
臂
二
箇
所
・
骸
二
箇
所
の
骨
の
こ
と
を
指
す
。

【

】

「

」

、

『

』

「

（

）

建
星
：
釈
文
の

字
は

清
華
簡

祭
公

第
一
三
簡
で
も

方

建

36
宗
子
」
と

「
建
」
字
に
読
み
替
え
ら
れ
る
。
論
者
も
こ
れ
に
従
っ
て
読
み
替
え
る
。

、

【

】
際
：
原
文
の
「

」
字
を
、
整
理
者
は
「
辡
」
字
に
隷
定
し
て
「
間
」
字
と

37
読
む
。
し
か
し
、
ユ
ー
ザ
ー
名
「
王
寧
」
氏
は
、
他
文
献
の
「
辡
」
字
に
隷
定
さ
れ
る

文
字
と
字
形
が
一
致
せ
ず
、
石
小
力
氏

が
『
五
紀
』
第
八
四
簡
・
第
一
一
六
簡

（
注

）
17

の
「

」
字
を
「
察
」
字
に
読
み
替
え
る
こ
と
を
踏
ま
え

「
際
」
字
と
読
む
。
ま

、

た

「

」
字
の
上
半
分
は
楚
文
字
の
「
察
」
字
に
従
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
下
半

、
分
は
「
刃
」
で
あ
り
、
こ
の
字
は
「
截
」
字
の
或
体
で
あ
り
簡
文
で
は
「
際
」
と
読
め

る
と
い
う

。
確
か
に
清
華
簡
『
邦
家
處
位
』
第
二
簡
で
「
察
」
字
に
読
み
替
え

（
注

）
18
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「

（

）
」

『

』

「

」

。「

」

ら
れ
る

菐

字
の
上
半
分
は

五
紀

の

字
と
同
じ
で
あ
る

間

字
よ
り
も
「
際
」
字
の
方
が
文
意
が
通
る
た
め
、
論
者
は
「
王
寧
」
氏
に
従
う
。

【

】
皎
壁
：
釈
文
の
「

」
字
を
ど
の
よ
う
に
読
む
か
は
諸
説
あ
る
が
、
論
者
は
ユ

38

「

」

、「

」

。「

」

、

ー
ザ
ー
名

汗
天
山

氏
の
説
に
従
い

皎

字
に
読
み
替
え
る

汗
天
山

氏
は

「

」
字
を
「
皛
」
字
と
見
な
し

『
説
文
解
字
』
白
部
に
「
皛
、
顯
也
。
从
三
白
。

、

讀
若
皎

、
段
注
に
「

倉
頡
篇
』
曰

「
皛
、
明
也

」
と
あ
る
こ
と
か
ら

「
皛
壁
」
は

」

『

、

」

、

「
皎
壁
」
と
読
み
、
明
る
い
壁
宿
と
い
う
意
味
で
取
る

。
さ
ら
に

「

」
字
は

（
注

）

、

19

壁
宿
の
う
ち
ひ
と
き
わ
輝
く
ア
ン
ド
ロ
メ
ダ
座
ガ
ン
マ
星
と
ペ
ガ
ス
ス
座
ア
ル
フ
ァ
星

の
二
星
を
表
し
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
す
る

『
五
紀
』
第
七
六
簡
の
「
明
啓
於

（
注

）
。

20

壁
」
と
い
う
記
述
よ
り
、

壁
が
明
る
い
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
白

で
あ
る
た
め
、
論
者
は
「
汗
天
山
」
氏
の
説
を
採
る
。

【

】
腎
：
原
注
一
三
に
よ
る
と
、
原
文
の
「
胤
」
字
は
匣
部
真
部
で
あ
り
、
禅
母
真

39
部
の
「
腎
」
字
に
読
み
替
え
ら
れ
る
。
論
者
も
こ
れ
に
従
う
。

【

】
脧
：
原
注
一
四
は
原
文
の
「

」
字
を
「

」
字
と
隷
定
し
、
従
田
従
肉

40
允
声
の
文
字
と
す
る
。
し
か
し
、
朱
学
斌
氏
は
整
理
者
が
従
田
と
し
た
理
由
が
理
解
し

が
た
い
と
し
て
、
肉
に
従
う
「

」
字
に
隷
定
す
る
。
そ
の
上
で
、
楚
文
字
に
お
け
る

「

」

「

」

、

「

」

「

」

字
は

爨

字
と
関
連
が
あ
り

清
紐
元
部
の

爨

字
と
精
紐
文
部
の

脧

字
と
は
旁
転
傍
紐
し
音
通
す
る
と
述
べ
る

。
論
者
も
朱
学
斌
氏
に
従
う
。

（
注

）
21

【

】
尻
：
原
注
一
五
に
よ
る
と
、
原
文
の
「

」
字
は
肛
門
を
意
味
す
る
可
能
性
が

41
あ
る
。
ま
た
、
整
理
者
は
当
該
文
字
の
右
上
が
「
仇
」
字
に
読
み
替
え
ら
れ
る
「

」

字
と
共
通
す
る
こ
と
か
ら
、
試
み
に
「
尻
」
字
と
読
ん
で
い
る
。
今
は
論
者
も
こ
れ
に

従
う
。

【

】
脾
：
原
注
一
六
の
「

」
字
は
何
と
読
み
替
え
ら
れ
る
か
判
然
と
し
な
い
が
、

42
整
理
者
は
こ
の
一
文
で
目
・
鼻
・
口
・
耳
・
脧
・
尻
の
九
竅
と
五
臓
に
属
す
る
心
・

肺
・
肝
・
腎
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
当
該
文
字
を
五
臓
の
残
り
一
つ
で
あ
る
「
脾
」
字

と
推
測
す
る
。
論
者
も
こ
れ
に
従
う
。

【

】
東
維
左
手
、
南
維
右
手
、
甲
辰
之
旬
是
司
：
両
手
の
指
一
〇
本
に
そ
れ
ぞ
れ
一

43

。

「

、

、

」

日
ず
つ
日
が
配
当
さ
れ
て
い
る

後
文
の

西
維
右
足

北
維
左
足

甲
寅
之
旬
是
司

も
同
じ
く
両
足
の
指
に
一
日
ず
つ
日
が
配
当
さ
れ
る
。

【

】
六
旬
尚
短
節
小
骨
、
祇
神
是
司
：

六
旬
」
は
「
甲
子
之
旬

「
甲
戌
之
旬

「
甲

「

」

」

44
申
之
旬

「
甲
午
之
旬

「
甲
辰
之
旬

「
甲
寅
之
旬
」
の
こ
と
。
原
注
一
八
に
よ
る
と
、

」

」

」

「
短
節
小
骨
」
は
首
・
背
骨
・
肋
骨
・
手
・
足
・
九
竅
・
五
臓
の
総
称
で
あ
る
。

こ
の
一
文
は
、
釈
文
の
う
ち
、
六
旬
に
言
及
す
る
第
一
段
落
・
第
三
段
落
を
総
括
し

て
い
る
。
各
段
落
で
六
旬
が
身
体
部
位
を
つ
か
さ
ど
る
と
さ
れ
た
が
、
そ
の
関
係
性
を

さ
ら
に
上
か
ら
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
の
が
神
祇
（
祇
神
）
で
あ
る

『
五
紀
』
第
一
部
分

。

（
第
二
～
三
簡
）
に
よ
る
と
、
后
帝
が
己
を
省
み
た
こ
と
で
日
・
月
・
星
・
辰
・
歳
の

「
五
紀
」
が
お
さ
ま
り
、
天
地
と
神
祇
と
万
民
（
万
人
）
と
が
徳
を
同
じ
く
し
て
「
五

紀
」
が
常
道
を
獲
得
し
た
。
ま
た
、
第
二
部
分
（
第
八
～
九
簡
）
で
は
、
第
一
八
部
分

に
も
登
場
し
た
大
川
・
大
山
・
高
大
・
大
音
・
大
石
・
稷
匿
が
時
を
つ
か
さ
ど
る
と
述

べ
る
。
こ
の
よ
う
に

『
五
紀
』
の
中
で
は
后
帝
の
も
と
、
神
祇
が
日
の
移
り
変
わ
り
、

、

。「

、

」

時
の
流
れ
を
制
御
す
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る

六
旬
尚
短
節
小
骨

祇
神
是
司
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に
も
、
神
祇
が
時
を
制
御
す
る
と
い
う
役
割
が
垣
間
見
え
る
。
原
著
者
は
、
神
祇
の
お

か
げ
で
時
の
流
れ
も
身
体
の
動
き
も
正
常
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
た

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

建
星

建
星

南
門
之
際
箕

大
角

大
角

北
斗

南
堪

東
堪

北
堪

西
堪

皎
壁

奎

狼

伐

高大
大川
大山
月
膢
窮

少昊
司禄
大厳
門

大音
大石
稷匿
日
揚者
昭昏
大昊
司命
癸中
司校

天

四
荒

天

地

行

明
星

顓
頊

司
盟

軫

【図１ 『五紀』人体図】

（上段：腹側、下段：背側）

身体の輪郭自体は黄徳寛主編

『 （ ）』清華大学蔵戦国竹簡 拾壹

（中西書局、2021年）119頁の

「 五紀》人体推擬図」をトレ《

ースした上で、論者が手を加え

た。図2の人体図についても同

じ。神祇の配当も「 五紀》人《

体推擬図」を参考にした。
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二

『
五
紀
』
の
身
体
観

本
章
で
は
、
第
一
章
で
釈
読
し
た
第
一
八
部
分
を
中
心
に

『
五
紀
』
の
身
体
観
を
探

、

る
。
ま
ず
第
一
節
で
は
、
神
祇
と
身
体
と
の
関
係
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
こ
こ
で
生
じ

た
『
五
紀
』
に
お
け
る
四
方
の
位
置
関
係
に
つ
い
て
、
続
け
て
第
二
節
で
検
討
す
る
。

こ
れ
は
、
前
章
の
語
注
【

】
で
述
べ
た
「
左

「
右
」
の
解
釈
と
も
関
わ
る
大
き
な
問

」

19

題
で
あ
り

『
五
紀
』
の
身
体
観
を
理
解
す
る
上
で
重
要
な
鍵
を
握
っ
て
い
る
た
め
、
細

、

か
く
検
討
し
て
い
き
た
い
。
最
後
に
第
三
節
で
は
、
第
一
節
・
第
二
節
で
扱
い
き
れ
な

か
っ
た
二
十
八
宿
と
身
体
の
関
係
に
つ
い
て
付
言
し

『
五
紀
』
の
身
体
関
連
の
記
述
が

、

有
す
る
思
想
的
特
徴
を
探
る
。

（
一
）
神
祇
と
身
体

第
一
八
部
分
に
お
い
て
、
神
祇
は
単
に
身
体
の
各
部
位
に
配
当
さ
れ
る
だ
け
で
あ
っ

た
が
、
そ
も
そ
も
人
間
や
人
事
を
支
え
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
第
一
〇
部
分

（
第
三
四
～
三
六
簡
）
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

后
曰
く
、
凡
そ
此
の
万
生
は
、
日
之
を
明
ら
か
に
し
、
風
之
に
事
え
、
昭
昏
之
に

敬
し
、
大
昊
之
を
間
れ
、
司
命
は
之
を
司
り
、
癸
中
之
を
視
る
。
大
音
之
を
動
か

い

し
、
大
石
時
を
授
け
、
稷
五
穀
を
施
す
。
月
之
に
式
し
、
膢
之
に
則
し
、

窮
飲

の

り

む
を
尚
り
、
少
昊
辰
を
尚
り
、
司
禄
は
量
り
、
大
厳
は
蔵
す
。
門
之
に

、
行

…
…

之
に
行
か
せ
、
明
星
之
に
秉
ら
せ
、
顓
頊
之
を
化
し
、
盟
之
を
傾
け
、
司
校
之
に

要
す
。

后
曰
、
凡
此
萬
生
、
日
明
之
、
風
事
之
、
昭
昏
敬
之
、
大
昊
間
之
、
司
命
司
之
、

癸
中
視
之
。
大
音
動
之
、
大
石
授
時
、
稷
施
五
穀
。
月
式
之
、
膢
則
之
、

窮
尚

飮
、
少
昊
尚
辰
、
司
禄
量
、
大
嚴
藏
。
門
□
之
、
行
行
之
、
明
星
秉
之
、
顓
頊
化

之
、
盟
傾
之
、
司
校
要
之
。

こ
こ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
役
割
を
担
う
神
祇
に
よ
っ
て
、
世
界
や
人
事
が
成
立
す

る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
身
体
部
位
一
つ
一
つ
に
神
祇
が
配
当
さ
れ
る
と
い
う
第
一
八

部
分
の
記
述
の
根
底
に
は
、
こ
の
第
一
〇
部
分
の
考
え
方
も
流
れ
て
い
よ
う
。

、

、

楚
簡
に
お
い
て

神
祇
自
体
は
卜
筮
や
祭
祀
に
関
す
る
記
述
の
中
に
散
見
さ
れ
る
が

そ
れ
が
身
体
部
位
と
密
接
に
結
び
つ
く
も
の
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
身
体
と
神
と

が
対
応
す
る
思
想
と
い
え
ば
、
後
世
の
道
教
思
想
の
体
内
神
が
想
起
さ
れ
る
。
し
か
し

な
が
ら

『
五
紀
』
の
神
祇
は
体
内
神
と
は
別
物
で
あ
る
。
体
内
神
は
自
然
の
気
か
ら
生

、

じ
る
と
さ
れ
る
。
体
内
の
気
を
留
め
た
り
、
体
外
の
神
々
か
ら
精
気
を
も
ら
い
受
け
て

自
身
の
気
を
よ
り
強
く
し
た
り
す
る
た
め
に
、
人
々
は
体
内
神
を
存
思
し
た

。

（
注

）
22

こ
う
し
た
体
内
の
気
を
保
持
し
、
強
固
に
し
て
健
康
を
保
と
う
と
す
る
考
え
方
は

『
五

、

紀
』
に
は
な
い

『
五
紀
』
に
は
「
會
氣

「
衍
氣

（
第
九
四
簡

「
逆
氣

（
第
一
〇
〇

。

」

」

）

」

簡
）
と
い
っ
た
言
葉
が
出
て
く
る
が
、
こ
れ
ら
は
全
て
素
朴
な
外
気
の
こ
と
で
あ
り
、

気
の
循
環
ま
で
は
言
及
し
な
い
。
体
内
神
の
考
え
方
も
『
五
紀
』
の
身
体
に
関
す
る
記

述
も
、
身
体
を
小
宇
宙
と
捉
え
る
と
こ
ろ
は
共
通
す
る
。
し
か
し
、
体
内
神
は
気
の
流

れ
を
強
く
意
識
す
る
一
方
で

『
五
紀
』
に
は
そ
う
し
た
思
想
が
認
め
ら
れ
な
い

『
五

、

。

紀
』
に
お
い
て
、
神
祇
は
守
護
神
と
い
う
よ
り
も
、
身
体
を
成
り
立
た
せ
る
も
の
と
し

。

【

】

、『

』

て
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

前
章
語
注

２

で
も
述
べ
た
と
お
り

五
紀

の
神
祇
は
、
自
然
神
や
そ
れ
に
匹
敵
す
る
霊
妙
な
力
を
持
つ
存
在
で
あ
り
、
后
帝
の
下

で
、
世
界
の
秩
序
を
保
つ
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

『
五
紀
』
の
中
で
身
体
と
神
祇
と
が
結
び
つ
け
ら
れ
た
の
は
、
各
々
の
神
祇
が
自
然
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の
秩
序
の
み
な
ら
ず
身
体
を
も
支
え
て
い
る
こ
と
を
原
著
者
が
強
調
し
た
か
っ
た
か
ら

で
あ
ろ
う
。
左
に
引
く
第
二
部
分
（
第
五
～
九
簡
）
を
見
る
と
、
神
祇
と
身
体
の
関
係

性
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

后
曰
く
、

一
は
風
、
二
は
雨
、
三
は
寒
、
四
は
暑
、
五
は
大
音
、
天
下
の
時
な
り
。

一
は
直
、
二
は
矩
、
三
は
準
、
四
は
称
、
五
は
規
、
円

正
常
に
達
す
、
天
下
の

え

ん

せ

い

度
な
り
。

直
は
礼
、
矩
は
義
、
準
は
愛
、
稱
は
仁
、
円
は
忠
、
天
下
の
正
な
り
。

礼
は
青
、
義
は
白
、
愛
は
黒
、
仁
は
赤
、
忠
は
黄
、
天
下
の
章
な
り
。

数
算
・
時
・
度
・
正
・
章
は
、
唯
だ
神
の
尚
・
祇
の
司
な
り
。

章
は
、
日
・
揚
者
・
昭
昏
・
大
昊
・
司
命
・
癸
中
な
り
、
章
を
尚
り
礼
を
司
る
な

り
。

正
は
、
月
・
膢
・

窮
・
少
昊
・
司
禄
・
大
厳
な
り
、
正
を
尚
り
義
を
司
る
。

度
は
、
門
・
行
・
明
星
・
顓
頊
・
司
盟
・
司
校
な
り
、
度
を
尚
り
愛
を
司
る
。

、

、

。

時
は

大
山
・
大
川
・
高
大
・
大
音
・
大
石
・
稷
匿
な
り

時
を
尚
り
仁
を
司
る

数
算
は
、
天
・
地
・
大
和
・
大

・
小
和
・
小

な
り
、
数
算
を
尚
り
忠
を
司

る
。

后
曰
、

一
風
、
二
雨
、
三
寒
、
四
暑
、
五
大
音
、
天
下
之
時
。

一
直
、
二
矩
、
三
準
、
四
稱
、
五
規
、
圓
正
達
常
、
天
下
之
度
。

直
禮
、
矩
義
、
準
愛
、
稱
仁
、
圓
忠
、
天
下
之
正
。

禮
青
、
義
白
、
愛
黑
、
仁
赤
、
忠
黃
、
天
下
之
章
。

數
算
・
時
・
度
・
正
・
章
、
唯
神
之
尚
・
祇
之
司
。

章
、
日
・
揚
者
・
昭
昏
・
大
昊
・
司
命
・
癸
中
、
尚
章
司
禮
。

正
、
月
・
膢
・

窮
・
少
昊
・
司
禄
・
大
嚴
、
尚
正
司
義
。

度
、
門
・
行
・
明
星
・
顓
頊
・
司
盟
・
司
校
、
尚
度
司
愛
。

時
、
大
山
・
大
川
・
高
大
・
大
音
・
大
石
・
稷
匿
、
尚
時
司
仁
。

數
算
、
天
・
地
・
大
和
・
大

・
小
和
・
小

、
尚
數
算
司
忠
。

こ
の
記
述
に
よ
る
と
、
神
祇
が
数
算
・
時
・
度
・
正
・
章
の
五
つ
の
秩
序
を
つ
か
さ

ど
る
。
五
つ
の
神
祇
が
身
体
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
は

『
五
紀
』
の
中

、

に
直
接
書
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
第
二
部
分
と
第
一
八
部
分
を
あ
わ
せ
て
考
え
て

み
る
と
、
原
著
者
は
神
祇
が
世
界
の
秩
序
を
保
ち
つ
つ
、
身
体
も
制
御
し
て
い
る
と
認

識
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
自
然
の
一
部
で
あ
る
身
体
も
ま
た
、
神
祇
が
い
て

こ
そ
存
在
し
う
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

、

一
つ
一
つ
の
神
祇
と
身
体
と
が
な
ぜ
第
一
八
部
分
の
よ
う
な
配
当
に
な
っ
た
の
か
は

判
然
と
し
な
い
。
た
だ
、
顓
頊
・
月
・
少
昊
・
日
・
大
昊
に
関
し
て
は
、
各
神
祇
と
四

。

（

）

方
の
関
係
が
大
き
な
鍵
を
握
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る

第
六
部
分

第
二
一
～
二
五
簡

に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

忠
は
黄
、
中
極
に
宅
り
、
天
・
地
・
大
和
・
大

・
小
和
・
小

、
忠
を
尚
り

お

算
律
を
司
る
。
礼
は
青
、
東
極
に
宅
り
、
日
・
揚
者
・
昭
昏
・
大
昊
・
司
命
・
癸

中
、
礼
を
尚
り
章
を
司
る
。
仁
は
赤
、
南
極
に
宅
り
、
大
山
・
大
川
・
高
大
・
大

音
・
大
石
・
稷
匿
、
仁
を
尚
り
時
を
司
る
。
義
は
白
、
西
極
に
宅
り
、
月
・
膢
・

窮
・
少
昊
・
司
禄
・
大
嚴
、
義
を
尚
り
正
を
司
る
。
愛
は
黒
、
北
極
に
宅
り
、

門
・
行
・
明
星
・
顓
頊
・
司
盟
・
司
校
、
愛
を
尚
り
度
を
司
る
。

忠
黃
、
宅
中
極
、
天
・
地
・
大
和
・
大

・
小
和
・
小

、
尚
忠
司
算
律
。
禮
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青
、
宅
東
極
、
日
・
揚
者
・
昭
昏
・
大
昊
・
司
命
・
癸
中
、
尚
禮
司
章
。
仁
赤
、

宅
南
極
、
大
山
・
大
川
・
高
大
・
大
音
・
大
石
・
稷
匿
、
尚
仁
司
時
。
義
白
、
宅

西
極
、
月
・
膢
・

窮
・
少
昊
・
司
禄
・
大
嚴
、
尚
義
司
正
。
愛
黑
、
宅
北
極
、

門
・
行
・
明
星
・
顓
頊
・
司
盟
・
司
校
、
尚
愛
司
度
。

こ
こ
で
は
五
徳
と
五
色
と
方
位
と
神
祇
と
が
結
び
つ
き
、
日
・
大
昊
は
東
極
、
月
・
少

昊
は
西
極
、
顓
頊
は
北
極
に
い
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
神
祇
と
方
位
の
配
当
は
、
伝
世
文

献
に
散
見
さ
れ
る
組
み
合
わ
せ
と
同
じ
で
あ
る
。

第
一
八
部
分
に
お
け
る
神
祇
の
配
当
を
踏
ま
え
、
第
六
部
分
（
第
二
一
～
二
五
簡
）

の
五
極
を
身
体
に
当
て
は
め
る
と
、
東
極
に
属
す
る
日
・
大
昊
は
そ
れ
ぞ
れ
自
分
に
と

っ
て
の
左
の
第
四
・
第
七
肋
骨
に
、
西
極
に
属
す
る
月
・
少
昊
は
そ
れ
ぞ
れ
自
分
に
と

っ
て
の
右
の
第
四
・
第
七
肋
骨
に
配
置
で
き
る
。
北
極
に
属
す
る
顓
頊
は
「
脊
」
と
し

か
書
か
れ
て
い
な
い
た
め
、
具
体
的
に
背
骨
の
ど
の
位
置
に
配
当
さ
れ
る
か
は
分
か
ら

な
い
が
、
整
理
者
の
よ
う
に
、
原
文
で
列
挙
さ
れ
た
順
に
神
祇
を
背
骨
の
上
か
ら
下
に

向
か
っ
て
配
置
す
る
な
ら
ば
、
腰
椎
付
近
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
ち
な
み
に
南
極
は

左
右
の
第
一
～
第
三
肋
骨
で
あ
る
の
で
、
以
上
を
踏
ま
え
る
と

『
五
紀
』
で
は
南
を
上

、

に
し
て
五
極
を
身
体
に
配
置
で
き
る
（
図
２

。）

南極

東極西極

北極

(腹側)

中極

北極

(背側) 【図２】身体における五極の配置
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以
上
を
ま
と
め
る
と
、
第
二
部
分
と
第
六
部
分
で
は
、
時
や
数
な
ど
の
世
界
を
支
え

る
秩
序
・
規
則
と
神
祇
・
方
位
・
徳
・
色
と
が
結
び
つ
き
、
世
界
の
構
成
要
素
を
俯
瞰

し
て
分
類
し
て
い
る
。
そ
の
分
類
は
さ
ら
に
、
第
二
部
分
・
第
六
部
分
と
共
通
の
神
祇

が
登
場
す
る
第
一
八
部
分
の
記
述
の
基
盤
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
こ
で
一
つ
疑
問
が
生
じ
る
。
そ
れ
は
、
図
２
で
示
し
た
中
極
以
外
の
四
極

の
位
置
関
係
が
時
計
回
り
に
南
東
北
西
と
な
り
、
実
際
の
地
理
的
方
位
と
異
な
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

第
一
八
部
分
の
第
八
二
～
八
三
簡
に
も

「
南
堪
は
右
肩
、
東
堪
は
左
肩
。
北
堪
は
左

、

髀
、
西
堪
は
右
髀
。
西
柱
は
右
厷
、
東
柱
は
左
厷
。
西
柱
は
右
股
、
東
柱
は
左
股
。
左

南
維
は
左
臂
、
右
南
維
は
右
臂
。
北
維
の
右
は
右
骸
、
そ
の
左
は
左
骸
」
と
あ
り
、
こ

『
五
紀
』
の
中
で
は
身
体
に
触
れ
る

こ
で
も
四
方
の
神
祇
と
身
体
の
関
係
が
説
か
れ
る
。

前
に
、
第
六
部
分
（
第
一
九
～
二
〇
簡
）
で
こ
れ
ら
の
神
祇
と
方
位
の
関
係
性
を
定
義

づ
け
て
い
る
。

后
曰
く
、
律
を
参
え
神
を
建
て
向
を
正
し
、
仁
を
四
正
の
東
堪
・
南
堪
・
西
堪
・

く

わ

北
堪
と
為
す
。
礼
・
愛
は
左
を
成
す
、
南
維
・
北
維
・
東
柱
・
東
柱
な
り
。
義
・

忠
は
右
を
成
す
、
南
維
・
北
維
・
西
柱
・
西
柱
な
り
。

、

、

。

、

后
曰

參
律
建
神
正
向

仁
爲
四
正
東
堪
・
南
堪
・
西
堪
・
北
堪

禮
・
愛
成
左

南
維
・
北
維
・
東
柱
・
東
柱
。
義
・
忠
成
右
、
南
維
・
北
維
・
西
柱
・
西
柱
。

左
が
東
柱
で
右
が
西
柱
と
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
南
と
北
の
ど
ち
ら
が
上

こ
こ
で
は

か
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
、
先
述
の
と
お
り
、
第
一
八
部
分
と
第
六
部
分
（
第
二
一
～

二
五
簡
）
の
記
述
を
あ
わ
せ
る
と
南
極
が
上
に
な
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
馬
王
堆
帛
書
の

地
形
図
や
中
山
王
墓
か
ら
出
土
し
た
兆
域
図
の
よ
う
に
、
古
代
中
国
の
地
図
で
は
一
般

的
に
南
が
上
に
、
北
が
下
に
な
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
第
六
部
分
（
第
一
九
～
二

〇
簡
）
も
南
を
上
に
し
て
考
え
て
い
る
可
能
性
は
高
い
。

こ
の
第
六
部
分
（
第
一
九
～
二
〇
簡
）
に
お
け
る
四
方
の
位
置
関
係
は
時
計
回
り
に

南
西
北
東
と
な
り
、
地
理
的
方
位
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
ま
す
ま
す
第
一

八
部
分
で
実
際
の
地
理
的
方
位
と
東
西
が
反
転
し
て
い
る
こ
と
が
疑
問
に
思
わ
れ
る
。

『
五
紀
』
で
は
実
際
の
地
理
的
方
位
に
則
っ
て
四
方
を
配
置
す
る
場
合
が
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
第
一
八
部
分
の
四
方
の
配
置
は
地
理
的
方
位
と
異
な
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
次
節
で
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
こ
う
。

（
二
）
四
方
と
身
体

前
節
で
は

『
五
紀
』
に
お
け
る
四
方
の
位
置
関
係
が
実
際
の
地
理
的
方
位
と
異
な
る

、

可
能
性
を
指
摘
し
た

第
六
部
分
・
第
一
八
部
分
の
記
述
や
古
代
の
地
図
か
ら
し
て

五

。

、『

紀
』
で
南
が
上
、
北
が
下
に
な
る
の
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ

、

「

」

こ
で
問
題
と
な
る
の
は
東
西
の
位
置
で
あ
る
が

こ
れ
は
第
一
八
部
分
の
原
文
の

左

「
右
」
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
と
い
う
問
題
と
直
結
し
て
い
る
。
つ
ま
り

「
左
」

、

「
右
」
が
誰
に
と
っ
て
の
「
左

「
右
」
で
あ
る
の
か
に
よ
っ
て

『
五
紀
』
の
四
方
が

」

、

実
際
の
地
理
的
方
位
と
異
な
る
か
同
じ
に
な
る
か
が
変
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
結
論

か
ら
言
え
ば
、
論
者
は
「
左

「
右
」
を
自
分
に
と
っ
て
の
左
右
と
考
え
、
四
方
の
配
置

」

も
実
際
の
地
理
的
方
位
と
異
な
っ
て
も
問
題
な
い
と
考
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
第
一
章
で

も
、
原
文
の
「
左

「
右
」
は
全
て
自
分
に
と
っ
て
の
左
右
で
訳
出
し
た
。
こ
の
自
説
を

」

説
明
す
る
前
に

ま
ず
は
四
方
と
身
体
の

左

右

を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て

五

、

「

」「

」

、『

紀
』
の
先
行
研
究
で
の
指
摘
を
ま
と
め
る
。

整
理
者
の
一
人
で
あ
る
賈
連
翔
氏
は
、
第
一
八
部
分
の
記
述
に
基
づ
き
、
身
体
に
各
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（

清
華
大
学
蔵
戦
国
竹
簡
（
拾
壹

』

神
祇
を
書
き
込
ん
だ
「

五
紀
》
人
体
推
擬
図

《

」
『

）

を
作
成
し
た
。
こ
の
図
に
は
説
明
文
が
な
く
、
た
だ
原
文
の
内
容
を
理
解

一
一
九
頁
）

し
や
す
く
す
る
た
め
に
付
け
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
は
い
え
、
例
え
ば
「
南
堪

右
肩
」
と
い
う
記
述
を
踏
ま
え
て
自
分
に
と
っ
て
の
右
肩
に
南
堪
を
配
置
し
て
お
り
、

こ
こ
か
ら
、
賈
連
翔
氏
が
第
一
八
部
分
に
お
け
る
「
左

「
右
」
を
自
分
に
と
っ
て
の
左

」

。

、

、

右
と
考
え
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る

し
か
し
な
が
ら

こ
の
人
体
図
に
基
づ
く
と

身
体
に
当
て
は
め
ら
れ
た
四
方
が
実
際
の
地
理
的
方
位
の
位
置
関
係
に
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。

こ
の
こ
と
を
指
摘
し
た
の
は
張
雨
絲
・
林
志
鵬
両
氏
で
あ
る

。
両
氏
は

《
五

（
注

）

、

23

紀
》
人
体
推
擬
図
の
四
方
の
関
係
を
よ
り
簡
潔
な
図
で
示
し
た
（
図
３

。
こ
れ
を
見
る

）

と
、
実
際
の
地
理
的
方
位
が
時
計
回
り
に
南
西
北
東
と
な
る
の
に
対
し
て

《
五
紀
》
人

、

体
推
擬
図
は
時
計
回
り
に
南
東
北
西
と
な
り
、
四
方
の
位
置
関
係
と
は
異
な
る
。
両
氏

は
こ
れ
を
問
題
視
し
、
第
一
八
部
分
に
お
け
る
「
左

「
右
」
と
は
、
自
分
に
と
っ
て
の

」

左
右
で
は
な
く
、
向
か
っ
て
左
・
向
か
っ
て
右
と
理
解
す
る
の
が
正
し
い
と
述
べ
る
。

左
右
を
こ
の
よ
う
に
理
解
し
た
上
で
、
四
方
を
身
体
に
配
置
し
た
の
が
図
４
で
あ
る
。

こ
れ
で
あ
れ
ば
、
四
方
が
本
来
の
位
置
関
係
と
な
る
。
四
方
の
位
置
関
係
は
絶
対
的
な

も
の
で
あ
る
が
、
左
右
は
自
分
か
ら
見
る
か
他
人
か
ら
見
る
か
で
変
わ
る
も
の
で
あ
る

た
め
、
こ
の
張
雨
絲
・
林
志
鵬
両
氏
の
説
は
一
理
あ
ろ
う

。

（
注

）
24

南維

西維 北維

東維

西堪

南堪

北堪

東堪

南維

西維北維

東維

西堪

南堪

北堪

東堪

張
雨
絲
・
林
志
鵬
両
氏
の
指
摘
は
注
目
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
再
考
の

た
だ
、

余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。
楚
人
は
太
陽
神
を
「
東
君
」
と
呼
び

『
礼
記
』
祭
義

（
注

）
、

25

に
は
「
日
出
於
東
、
月
生
於
西
」
と
あ
っ
て
、
東
西
と
日
月
は
結
び
つ
く
。
ま
た
、
時

代
が
下
る
が
、
陶
弘
景
は
『
登
真
隠
訣
』
巻
中
で
「
君
曰
く
、
道
を
為
さ
ん
と
欲
す
れ

ば
目
に
日
月
を
想
う
（
君
曰
、
欲
爲
道
目
想
日
月

と
述
べ

「
目
中
に
は
常
に

）
」

、

（
注

）
26

日
月
の
形
を
見
、
亦
た
兼
ね
て
左
目
を
日
と
為
し
、
右
目
を
月
と
為
す
を
存
す
る
な
り

（
目
中
常
見
日
月
之
形
、
亦
兼
存
左
目
爲
日
、
右
目
爲
月
也

」
と
注
す
る
。
こ
こ
で
も

）

左
目
が
日
、
右
目
が
月
と
さ
れ
、
左
右
と
日
月
と
が
結
び
つ
け
ら
れ
る

『
修
真
九
転
丹

。

道
図
』
一
転
の
図
で
本
人
に
と
っ
て
の
左
目
（
向
か
っ
て
右
側
）
に
「
左
太
陽
」
と
、

本
人
に
と
っ
て
の
右
目
（
向
か
っ
て
左
側
）
に
「
右
太
陰
」
と
書
い
て
あ
る
こ
と
に
鑑

み
る
と

『
登
真
隠
訣
』
の
述
べ
る
「
左
目

「
右
目
」
は
自
分
に
と
っ
て
の
左
目
・
右

、

」

目
と
推
測
で
き
る

。

（
注

）
27

『
五
紀
』
で
も
第
一
八
部
分
で
日
は
「
左
」
の
肋
骨
に
、
月
は
「
右
」
の
肋
骨
に
配

当
さ
れ
、
第
一
五
部
分
（
第
六
二
簡
）
で
は
「
日
出
于
東

「
月
出
于
西
」
と
述
べ
て
お

」

り
、
こ
れ
は
他
の
文
献
に
多
数
見
え
る
日

東

左
、
月

西

右
と
い
う
関
係
性
と

―

―

―

―

。

、

「

」「

」

、

同
じ
で
あ
る

し
か
し

張
雨
絲
・
林
志
鵬
両
氏
の
説
で

左

右

を
理
解
す
る
と

。

、

、

先
掲
の
伝
世
文
献
と
は
左
右
が
反
対
に
な
る

も
ち
ろ
ん

伝
世
文
献
を
絶
対
視
し
て

新
出
土
文
献
の
記
述
を
伝
世
文
献
に
全
て
あ
わ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
が
、
こ
う
し
た
問

題
が
あ
る
こ
と
に
注
意
を
払
う
必
要
は
あ
ろ
う
。

論
者
は
こ
の
張
雨
絲
・
林
志
鵬
両
氏
の
指
摘
と
そ
れ
が
は
ら
む
問
題
を
踏
ま
え
、
再

度
四
方
の
位
置
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
、
や
は
り
賈
連
翔
氏
の
《
五
紀
》
人
体
推
擬
図

の
よ
う
に
、
第
一
八
部
分
の
「
左

「
右
」
を
自
分
に
と
っ
て
の
左
右
と
解
釈
す
べ
き
と

」

考
え
た
。
思
う
に
、
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
鍵
は
、
第
一
八
部
分
の
二
十
八
宿
の
記
述

に
あ
る
。

【図３ 《五紀》人体推擬図の】

四方

張・林両氏の図を参考に作成し

た。両氏は「堪」字を「冘」字

とする。図４も同じ。外側の四

角が手足、内側の四角が肩と骨

盤である。

【図４】張雨絲・林志鵬両氏の四方
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第
八
三
～
八
五
簡
に
は

「
大
角
を
耳
と
為
し
、
建
星
を
目
と
為
し
、
南
門
の
際
を
鼻

、

と
為
し
、
箕
を
口
と
為
し
、
北
斗
を
心
と
為
し
、
皎
壁
を
肺
肝
と
為
し
、
狼
を
腎
と
為

し
、
伐
を
脧
と
為
し
、
軫
を
尻
と
為
す
、
甲
午
の
旬
は
是
れ
司
な
り
」
と
あ
る
。
こ
の

記
述
の
前
に
、
第
七
部
分
（
第
二
五
～
二
六
簡
）
で
は
二
十
八
宿
が
次
の
と
お
り
列
挙

さ
れ
る
。

、

、

、

。

后
曰
く

礼
・
義
・
愛
・
仁
・
忠

六
徳
は
五
建
に
合
し

四
維
は
行
星
を
算
す

建
星
・
牽
牛
・
婺
女
・
虚
・
危
・
営
室
・
皎
壁
・
奎
・
婁
女
・
胃
・
昴
・
濁
・

参
・
伐
・
狼
・
弧
・
咮
・
張
・
七
星
・
翼
・
軫
・
大
角
・
天
根
・
本
角
・
駟
・

心
・
尾
・
箕
な
り
。
神
は
南
門
を
尚
り
、
后
は
北
斗
を
正
す
。

后
曰
、
禮
・
義
・
愛
・
仁
・
忠
、
六
德
合
五
建
、
四
維
算
行
星
。
建
星
・
牽
牛
・

婺
女
・
虛
・
危
・
營
室
・
皎
壁
・
奎
・
婁
女
・
胃
・
昴
・
濁
・
參
・
伐
・
狼
・

弧
・
咮
・
張
・
七
星
・
翼
・
軫
・
大
角
・
天
根
・
本
角
・
駟
・
心
・
尾
・
箕
。
神

尚
南
門
、
后
正
北
斗
。

こ
の
二
十
八
宿
の
順
序
や
名
称
は
、
他
の
伝
世
文
献
や
新
出
土
文
献
と
ほ
と
ん
ど
同

じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
身
体
と
四
方
と
の

関
係
性
を
考
え
る
上
で
最
も
重
要
な
の

、

、

は

二
十
八
宿
が
時
計
回
り
に
巡
る
の
か

反
時
計
回
り
に
巡
る
の
か
で
あ
る
が

五
、『

紀
』
に
は
ど
ち
ら
向
き
に
二
十
八
宿
が
運

行
し
た
の
か
が
書
か
れ
て
い
な
い
。

こ
こ
で
参
考
に
な
る
の
が
、
曾
侯
乙
墓

か
ら
出
土
し
た
衣
箱
（
Ｅ

）
で

（
注

）

66

28

あ
る
（
図
５

。
曾
侯
乙
墓
は
、
一
九
七

）

【図５】曾侯乙墓衣箱（E66）の蓋の図

王健民・梁柱・王勝利「曾侯乙墓出土的

二十八宿青龍白虎図像 （ 文物』1979年」『

第7期 、41頁より。）

（

）

。

七
年
に
湖
北
省
随
県

現
在
の
随
州
市

で
発
見
さ
れ
た
戦
国
時
代
初
期
の
墓
で
あ
る

、

、

こ
の
墓
は
楚
国
の
墓
で
は
な
く

楚
に
従
っ
て
い
た
曾
国
あ
る
い
は
随
国
の
墓
で
あ
り

こ
の
地
域
は
南
北
を
繋
ぐ
通
路
で
あ
っ
た
た
め
、
出
土
物
や
墓
の
造
り
方
の
一
部
に
は

。

、

、

中
原
や
華
南
地
域
の
影
響
が
垣
間
見
え
る

そ
の
一
方
で

出
土
し
た
青
銅
器
や
武
器

漆
器
の
形
態
や
文
様
は
楚
文
化
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る

。
こ
れ
ら
の
出
土

（
注

）
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物
の
う
ち
、
衣
箱
の
蓋
に
は
篆
書
で
書
か
れ
た
「
斗
」
を
中
心
と
し
て
二
十
八
宿
の
星

座
名
が
円
形
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
右
側
に
龍
が
、
左
側
に
白
虎
（
麒
麟

）
が
描
か
れ
て
い
る
。
龍
は
東
を
象
徴
し
、
白
虎
（
麒
麟
）
は
西
を
象
徴
す
る

（
注

）
30

た
め
、
こ
の
図
の
向
か
っ
て
右
が
東
、
向
か
っ
て
左
が
西
と
な
る
。

注
目
す
べ
き
は
、
次
の
二
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
篆
書
の
「
斗
」
は
す
な
わ
ち
北
斗

七
星
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
図
が
北
斗
七
星
を
中
心
に
二
十
八
宿
を
認
識
し
た
も
の
で

あ
る
こ
と
、
お
よ
び
二
十
八
宿
が
角
か
ら
車
（
軫
）
ま
で
時
計
回
り
に
配
置
さ
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
北
の
空
に
浮
か
ぶ
北
斗
七
星
を
基
準
に
、
二
十
八
宿
の
運
行

を
観
測
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
北
の
空
に
お
い
て
、
星
は
向
か
っ
て
右
（
東
）

か
ら
向
か
っ
て
左
（
西
）
へ
動
く
。
こ
の
天
体
の
動
き
に
し
た
が
う
と
、
二
十
八
宿
は

反
時
計
回
り
に
動
く
こ
と
に
な
る
。
衣
箱
の
二
十
八
宿
が
時
計
回
り
に
配
置
さ
れ
た
の

は
、
ま
さ
に
こ
の
北
の
空
に
お
け
る
実
際
の
天
象
を
表
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
以
上
を

踏
ま
え
る
と
、
衣
箱
の
図
で
は
下
が
北
、
上
が
南
と
な
る
。

四
方
の
位
置
関
係
を
整
理
し
て
み
る
と
、
図
の
上
か
ら
時
計
回
り
に
南
東
北
西
と
な

り
、
実
際
の
地
理
的
方
位
と
は
順
序
が
異
な
る
こ
と
に
気
付
く
。
こ
の
よ
う
な
順
序
に

な
る
の
は
、
こ
の
図
が
地
上
か
ら
仰
ぎ
見
た
天
を
そ
の
ま
ま
描
い
た
仰
視
図
だ
か
ら
で

あ
る

。

（
注

）
31

以
上
を
踏
ま
え

『
五
紀
』
の
二
十
八
宿
と
身
体
の
関
係
に
立
ち
返
ろ
う
。

、

ま
ず

『
五
紀
』
の
二
十
八
宿
の
配
置
に
つ
い
て
は
、
曾
侯
乙
墓
の
衣
箱
と
同
様
に
、

、

北
斗
七
星
を
中
心
と
し
て
時
計
回
り
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る

『
五
紀
』
に
は
、
北
斗
七

。
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『
五
紀
』
第
四
二

星
を
中
心
に
天
体
を
観
測
し
た
と
は
一
切
書
か
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、

簡
に
は
「
北
斗
は
其
の
号
を
北
宗
・
天
規
と
曰
う

〔
中
略
〕
四
位
を
正
す
（
北
斗
其
號

、

曰
北
宗
・
天
規

〔
中
略
〕
正
四
位

」
と
あ
り
、
北
斗
七
星
が
四
方
を
正
す
と
い
う
。

、

）

史
記

天
官
書
の

斗
を
帝
車
と
為
し

中
央
に
運
り

四
郷
を
臨
制
す

斗

こ
れ
は
『

』

「

、

、

（

同
じ
く
、
物
理
的
に
北
斗
七
星
が

爲
帝
車
、
運
于
中
央
、
臨
制
四
郷

」
と
い
う
記
述
と

）

「
后
北
斗
を
正
す
（
后
正

中
央
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
ま
た
、

北
斗

（
第
二
六
簡

「
天
規
は
北
斗
な
り
（
天
規
北
斗

（
第
二
八
簡
）
と
、
北
斗

）
」

）
、

）
」

、

、

七
星
が
后
帝
に
よ
っ
て
正
さ
れ

天
の
規
則
そ
の
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

『

』

。

五
紀

に
は
観
念
的
に
も
北
斗
七
星
を
中
心
と
す
る
思
想
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

時
代
と
地
域
の
近
い
曾
侯
乙
墓
の
衣
箱
の
よ
う
に
二
十
八
宿
が
東
か
ら
西
に
動
く
も
の

と
認
識
し
、
北
の
空
を
仰
視
図
で
理
解
し
て
い
た
可
能
性
は
高
い
（
図
６

。）

、

、

こ
の
よ
う
に

天
の
中
心
で
四
方
を
つ
か
さ
ど
る
と
い
う
性
質
を
持
つ
北
斗
七
星
が

『
五
紀
』
の
中
で
心
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
は
、
心
も
身
体
の
中
央
と
考
え
ら
れ
て

。

、

『

』

い
た
こ
と
を
も
示
唆
し
て
い
よ
う

心
を
中
央
に
配
当
す
る
思
想
は

例
え
ば

荀
子

や
『
心
是
謂
中
』
に
見
え
る
。

『
荀
子
』
天
論
に
は
「
耳
目
鼻
口
の
形
能
は
、
各
お
の
接
す
る
と
こ
ろ
有
り
て
相
い

角

亢

氐

房

心

箕

尾

斗
牛女虚

室 危

壁

奎

昴

胃

婁

参

觜

畢

軫
翼

張星柳
鬼

井

大
角

建
星

牛
牽㜈

女室
営壁

皎

女
婁

参
濁

伐
狼

咮弧
張 七

星

天
根

本角

駟

南

北

東西 北斗

【図６ 『五紀』における二十八宿】

円の外側が一般的な二十八宿の呼称、

内側が『五紀』での呼称 『五紀』での。

呼称は、一般的な呼び方と異なる場合

のみ記した。図７も同じ。

能
く
せ
ざ
る
な
り
、
夫
れ
是
れ
を
之
れ
天
官
と
謂
う
。
心
は
中
虚
に
居
り
て
以
て
五
官

を
治
む
、
夫
れ
是
れ
を
之
れ
天
君
と
謂
う
（
耳
目
鼻
口
形
能
、
各
有
接
而
不
相
能
也
、

夫
是
之
謂
天
官
。
心
居
中
虛
以
治
五
官
、
夫
是
之
謂
天
君

」
と
あ
り
、
物
理
的
に
心
が

）

身
体
の
中
央
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
同
書
の
解
蔽
に
は
「
心
は
、
形
の
君
な
り
て
、
神
明

、

（

、

、

、

の
主
な
り

令
を
出
し
て
令
を
受
く
る
所
無
し

心
者

形
之
君
也

而
神
明
之
主
也

出
令
而
無
所
受
令

」
と
あ
り
、
ま
た
、
清
華
簡
『
心
是
謂
中
』
第
一
簡
で
も
「
心
は
、

）

中
な
り
。
身
の
中
に
処
り
て
以
て
之
に
君
た
り
、
目
・
耳
・
口
・
肢
の
四
者
を
相
と
為

す
、
心
は
是
れ
中
と
謂
う
（
心
、
中
。
處
身
之
中
以
君
之
、
目
・
耳
・
口
・
肢
四
者
爲

相
、
心
是
謂
中

」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
心
が
他
の
身
体
部
位
を
つ
か
さ
ど
る
重
要
な

）

臓
と
い
う
、
観
念
的
な
中
枢
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

北
斗
七
星
が
天
の
中
心
と
見
な
さ
れ
た
点
と
、
右
の
よ
う
に
心
も
身
体
の
中
心
と
さ

れ
た
点
を
あ
わ
せ
て
考
え
て
み
る
と

『
五
紀
』
で
北
斗
七
星
と
心
が
結
び
つ
く
こ
と
に

、

。『

』

「

」

、

は
納
得
が
い
く

五
紀

は
そ
も
そ
も
日
・
月
・
星
・
辰
・
歳
の

五
紀

を
基
準
に

。

「

」

、

世
界
の
秩
序
を
説
く
文
献
で
あ
る

こ
う
し
た

五
紀

の
規
則
性
を
重
ん
じ
た
の
は

原
著
者
が
二
十
八
宿
を
含
む
天
の
運
行
を
理
解
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
天
体

。

、

観
測
は
お
そ
ら
く
北
斗
七
星
を
中
心
に
行
わ
れ
た

そ
の
天
体
観
測
の
知
識
を
基
盤
に

原
著
者
は
身
体
を
宇
宙
・
世
界
の
一
部
と
認
識
し
、
な
お
か
つ
小
宇
宙
と
見
な
し
て
い

。

、

、

、

る

さ
ら
に

身
体
を
理
解
す
る
際
に
は

北
斗
七
星
と
結
び
つ
く
心
を
中
心
と
し
て

北
の
空
に
身
体
を
重
ね
合
わ
せ
た
。
こ
の
と
き
、
身
体
に
配
当
さ
れ
た
四
方
は
、
北
の

空
を
見
上
げ
た
仰
視
図
に
お
け
る
四
方
と
位
置
関
係
が
一
致
す
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
賈

連
翔
氏
の
《
五
紀
》
人
体
推
擬
図
で
肩
・
骨
盤
・
手
足
に
配
当
さ
れ
た
四
方
、
お
よ
び

前
節
で
述
べ
た
第
六
部
分
（
第
二
一
～
二
五
簡
）
の
北
極
・
南
極
・
東
極
・
西
極
の
位

置
関
係
が
時
計
回
り
に
南
東
北
西
と
な
る
の
で
あ
る
。

『
五
紀
』
第
一
八
部
分
に
見
え
る
以
上
の
よ
う
な
方
位
観
を
踏
ま
え
れ
ば
、
原
文
の

「
左

「
右
」
を
自
分
に
と
っ
て
の
左
右
と
理
解
す
る
こ
と
は
問
題
な
い
と
思
わ
れ
る
。

」
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も
っ
と
も
こ
の
論
者
の
説
も
、
前
節
で
示
し
た
第
六
部
分
（
第
一
九
～
二
〇
簡
）
の

四
方
の
位
置
関
係
と
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
は
問
題
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
お
そ
ら
く
第
六
部

分
（
第
一
九
～
二
〇
簡
）
は
投
影
図
の
視
点
で
四
方
を
解
釈
し
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、

地
理
的
方
位
の
配
置
自
体
が
『
五
紀
』
の
中
で
不
統
一
な
わ
け
で
は
な
い
。
身
体
を
説、

明
す
る
場
合
と
地
理
的
方
位
を
説
明
す
る
場
合
と
で
視
点
が
変
わ
る
理
由
に
つ
い
て
は

今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
三
）
二
十
八
宿
と
身
体

最
後
に
、
前
節
ま
で
で
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
第
一
八
部
分
に
お
け
る
二
十

八
宿
と
身
体
と
の
関
係
に

つ
い
て
付
言
し
た
い
。
前

節
の
考
察
を
踏
ま
え
て
二

十
八
宿
と
身
体
部
位
の
関

係
を
図
示
し
た
の
が
、
図

７
で
あ
る
。
こ
の
図
か
ら

明
ら
か
な
と
お
り
、
二
十

八
宿
と
身
体
部
位
と
の
対

応
に
は
、
各
宮
の
両
端
の

星
宿
が
身
体
部
位
と
結
び

つ
く
と
い
う
規
則
性
が
あ

る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
偶

然
こ
の
よ
う
な
配
当
に
な

っ
た
と
は
思
え
な
い
。
原

著
者
は
何
ら
か
の
規
則
性

角

箕

斗壁

奎

参

軫井

大
角

建
星壁

皎

伐
狼

南

北

東西
北斗：

心

腎

脧

脾

肺肝 目

口

大角：耳
南門之際：鼻

尻

【図７ 『五紀』における二十八宿と身体部位の関係】

身体部位と対応する二十八宿のみ記した。

を
意
識
し
て
書
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
こ
の
二
十
八
宿
と
身
体
部
位
の
配
当
に
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
だ

ろ
う
か
。

ま
ず
、
二
十
八
宿
そ
の
も
の
が
『
五
紀
』
の
中
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
付
与
さ
れ
た

か
を
確
認
し
よ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
第
一
七
部
分
（
第
七
五
～
七
九
簡
）
に
詳
し

い
。
身
体
と
結
び
つ
く
星
宿
を
見
て
み
る
と

「
后
乃
ち
位
を
載
す
は
於
建
星
（
后
乃

、

あ

あ

載
位
於
建
星

（
目

「
明
啓
は
於
皎
壁
（
明
啓
於
皎
壁

（
肺
肝

「
后
乃
ち
漑
を

）
」

）
、

）
」

）
、

あ

あ

劃
し
谷
を
蔽
う
は
於
奎

后
乃
劃
漑
蔽
谷
於
奎

脾

武
を
作
し
誡
め
を
祷
る
は
於

（

）
」（

）
、「

あ

あ

あ

あ

伐
（
作
武
禱
誡
於
伐

（
脧

「
后
乃
ち
狩
る
は
於
狼
（
后
乃
狩
於
狼

（
腎

「
春

）
」

）
、

）
」

）
、

あ

あ

に
邑

難
を
免
れ
、
秋
に
載

相
を
落
と
す
は
於
軫
（
春
邑
免
難
、
秋
載
落
相
於
軫

」
）

あ

あ

（
尻

「
后
乃
ち
芒

を
設
く
は
於
大
角
（
后
乃
設
芒

於
大
角

（
耳

「
揚
げ

）
、

）
」

）
、

あ

あ

る
を
簡
ぶ
は
於
箕
（
簡
揚
於
箕

（
口
）
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
南
門
（
鼻
）
と
北

）
」

え

ら

あ

あ

斗
（
心
）
に
関
し
て
は
、
第
八
部
分
（
第
二
七
簡
）
に
「
施
正
南
門
、
天
規
北
斗
」
と

あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
記
述
は
た
だ
二
十
八
宿
の
役
割
を
説
明
す
る
だ
け
で
あ
っ

て
、
各
身
体
部
位
と
結
び
つ
く
理
由
ま
で
は
述
べ
て
い
な
い
。

そ
れ
で
は
他
の
可
能
性
と
し
て
、
方
位
と
身
体
部
位
の
関
係
か
ら
、
二
十
八
宿
と
身

体
部
位
と
の
繋
が
り
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
章
第
一
節
で
確

認
し
た
と
お
り
、
第
二
部
分
（
第
六
簡
）
に
は
「
礼
は
青
、
義
は
白
、
愛
は
黒
、
仁
は

赤
、
忠
は
黄
、
天
下
の
章
な
り
」
と
あ
り
、
ま
た
、
第
三
部
分
（
第
九
～
一
三
簡
）
に

は

后
曰
く
、
一
に
曰
く
礼
、
二
に
曰
く
義
、
三
に
曰
く
愛
、
四
に
曰
く
仁
、
五
に
曰

く
忠
、
唯
れ
后
の
政
、
民
の
徳
な
り
。

〔
中
略
〕
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后
曰
く
、
目
は
礼
に

相

い
、
口
は
義
に
相
い
、
耳
は
愛
に
相
い
、
鼻
は
仁
に
相

し

た

が

い
、
心
は
忠
に
相
う
。

后
曰
く
、
天
下
に
目
礼
に
相
え
ば
、
礼
直
を
行
う
。
口
義
に
相
え
ば
、
義
方
を
行

う
。
耳
愛
に
相
え
ば
、
愛
準
を
行
う
。
鼻
仁
に
相
え
ば
、
仁
称
を
行
う
。
心
忠
に

相
え
ば
、
忠
円
裕
を
行
う
。

、

、

、

、

、

、

、

。

后
曰

一
曰
禮

二
曰
義

三
曰
愛

四
曰
仁

五
曰
忠

唯
后
之
政

民
之
徳

〔
中
略
〕

后
曰
、
目
相
禮
、
口
相
義
、
耳
相
愛
、
鼻
相
仁
、
心
相
忠
。

后
曰
、
天
下
目
相
禮
、
禮
行
直
。
口
相
義
、
義
行
方
。
耳
相
愛
、
愛
行
準
。
鼻
相

仁
、
仁
行
称
。
心
相
忠
、
忠
行
圓
裕
。

と
あ
り
、
目
と
礼
、
口
と
義
、
耳
と
愛
、
鼻
と
仁
、
心
と
忠
と
が
対
応
す
る
。
こ
れ
ら

の
記
述
に
加
え
て
、
第
六
部
分
で
方
位
と
五
徳
と
五
色
が
対
応
し
て
い
た
こ
と
を
踏
ま

え
る
と
、
五
徳
を
介
し
て
方
位
と
身
体
部
位
も
結
び
つ
け
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
方

位
と
身
体
部
位
と
の
配
当
と
は
、
目
が
東
、
口
が
西
、
耳
が
北
、
鼻
が
南
、
心
が
中
央

で
あ
る
。
し
か
し
、
第
一
八
部
分
で
は
耳
・
鼻
・
口
が
東
宮
、
目
が
北
宮
、
心
は
北
斗

七
星
な
の
で
二
十
八
宿
の
中
央
に
属
す
る
。
こ
れ
は
第
二
部
分
・
第
三
部
分
の
記
述
か

ら
推
測
し
た
目
が
東
、
口
が
西
、
耳
が
北
、
鼻
が
南
、
心
が
中
央
と
い
う
関
係
性
と
一

致
し
な
い
。

上
記
よ
り
、
各
身
体
部
位
と
二
十
八
宿
の
配
当
の
根
拠
を
『
五
紀
』
か
ら
探
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
。
た
だ
、
他
文
献
の
記
述
か
ら

『
五
紀
』
で
箕
に
口
が
配
当
さ
れ
る
理

、

由
は
推
測
で
き
る
。

『
史
記
』
天
官
書
に
「
箕
を
敖
客
と
為
す
、
口
舌
と
曰
う
（
箕
爲
敖
客
、
曰
口
舌

」）

と
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
『
史
記
索
隠
』
は
「
詩
に
云
う

「
維
れ
南
に
箕
有
り
て
、
載

、

ち
其
の
舌
を
翕
く
の
み
」
と
。
又
詩
緯
に
云
う

「
箕
を
天
口
と
為
す
、
気
を
出
だ
す
を

、

主
る
」
と
。
是
れ
箕
は
舌
有
り
、
讒
言
に
象
る
。
詩
に
曰
く

「
哆
た
り
侈
た
り
、
是
の

、

南
箕
を
成
す

と

敖
客
の
行
き
て
之
に
謁
請
す
る
こ
と
有
る
を
謂
う
な
り

詩
云

維

」

、

（

、「

南
有
箕
、
載
翕
其
舌

。
又
詩
緯
云

「
箕
爲
天
口
、
主
出
氣

。
是
箕
有
舌
、
象
讒
言
。

」

、

」

詩
曰

哆
兮
侈
兮

成
是
南
箕

謂
有
敖
客
行
謁
請
之
也

と
述
べ
る

特
に

史

、「

、

」
、

）」

。

、『

記
索
隠
』
が
引
用
す
る
『
詩
』
小
雅
・
巷
伯
「
哆
た
り
侈
た
り
、
是
の
南
箕
を
成
す
」

に
対
す
る
鄭
玄
箋
は
「
箕
星
の
哆
然
た
る
は
、
踵
狭
く
し
て
舌
広
し
。
今
讒
人
の
寺
人

の
近
嫌
に
因
り
て
其
の
罪
を
言
う
を
成
す
は
、
猶
お
箕
星
の
哆
に
し
て
之
を
侈
大
す
る

に
因
る
が
ご
と
し
（
箕
星
哆
然
、
踵
狹
而
舌
廣
。
今
讒
人
之
因
寺
人
之
近
嫌
而
成
言
其

罪
、
猶
因
箕
星
之
哆
而
侈
大
之

」
と
述
べ
る
。
こ
こ
か
ら
、
箕
星
の
形
が
口
の
部
分
に

）

向
か
っ
て
広
が
る
箕
に
似
て
お
り
、
こ
の
外
形
か
ら
派
生
し
て
物
事
を
大
き
く
膨
ら
ま

せ
て
口
か
ら
讒
言
を
発
す
る
こ
と
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
と
推
測
で
き
る
。
文
献
の
成
立

年
代
か
ら
考
え
る
と

『
五
紀
』
の
原
著
者
は
『
詩
』
の
記
述
の
背
景
に
あ
る
思
想
を
一

、

部
取
り
込
み
、
箕
と
口
と
を
結
び
つ
け
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、
北
斗
七
星
と
心
と
が
結
び
つ
く
理
由
も
他
の
文
献
の
記
述
か
ら
推
測
で
き
る

が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
前
節
で
述
べ
た
の
で
繰
り
返
さ
な
い
。

な
お
、
二
十
八
宿
を
含
む
星
々
と
身
体
と
が
結
び
つ
く
記
述
は
、
緯
書
の
『
春
秋
元

命
苞
』
に
も
あ
る
。

目
は
肝
の
使
い
、
肝
は
木
の
精
、
蒼
龍
の
位
な
り
。
鼻
は
肺
の
使
い
、
肺
は
金
の

精
、
制
割
し
立
断
す
。
耳
は
心
の
候
、
心
は
火
の
精
、
上
は
張
星
た
り
。
陰
は
腎

の
写
、
腎
は
水
の
精
、
上
は
虚
危
た
り
。
口
は
脾
の
門
戸
、
脾
は
土
の
精
、
上
は

北
斗
た
り
、
変
化
を
主
る
者
な
り
。

目
者
肝
之
使
、
肝
者
木
之
精
、
蒼
龍
之
位
也
。
鼻
者
肺
之
使
、
肺
者
金
之
精
、
制

割
立
斷
。
耳
者
心
之
候
、
心
者
火
之
精
、
上
爲
張
星
。
陰
者
腎
之
寫
、
腎
者
水
之

（

）

精

上
爲
虛
危

口
者
脾
之
門
戸

脾
者
土
之
精

上
爲
北
斗

主
變
化
者
也

、

。

、

、

、

。
注
32
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こ
こ
で
は
、
四
方
と
五
臓
の
属
す
る
五
行
と
星
宿
と
が
対
応
し
て
い
る
。
特
に
北
斗

に
注
目
す
る
と
、
土
と
結
び
つ
い
て
い
て
中
央
に
配
当
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

、

、『

』

。

た
だ
し

こ
こ
で
北
斗
・
土
に
配
当
さ
れ
る
五
臓
は
脾
で
あ
り

五
紀

と
は
異
な
る

、

、

緯
書
を
含
む
伝
世
文
献
で
は

文
献
に
よ
っ
て
古
文
説
・
今
文
説
の
違
い
は
あ
れ
ど

。

、『

』

、

方
位
と
五
臓
・
五
官
の
配
当
が
そ
れ
ぞ
れ
固
定
さ
れ
て
い
る

し
か
し

五
紀

で
は

文
献
全
体
を
通
し
て
完
全
な
る
五
行
説
で
方
位
や
五
臓
、
五
徳
な
ど
と
い
っ
た
各
項
目

が
緊
密
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
『
五
紀
』
の
身
体
観
は
、

古
代
中
国
の
人
々
が
自
然
と
身
体
と
の
関
係
性
を
考
え
る
中
で
生
み
出
し
た
数
あ
る
思

想
の
う
ち
、
五
行
説
を
用
い
て
身
体
を
含
む
世
界
の
構
造
を
説
明
す
る
の
と
は
別
の
思

想
と
言
う
こ
と
が
で
き
る

『
五
紀
』
は
五
と
い
う
数
字
を
軸
に
、
気
象
や
徳
、
身
体
部

。

位
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
五
つ
に
分
類
す
る
が
、
そ
れ
を
統
合
す
る
五
行
（
木
火
土

金
水
）
は
出
て
こ
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
こ
う
し
た
分
類
は
全
て
后
帝
の
生
み
出
し
た
秩

、

。

、

序
の
範
疇
に
収
め
ら
れ

身
体
も
ま
た
そ
の
秩
序
の
下
で
成
り
立
つ
と
す
る

こ
こ
に

『
五
紀
』
の
特
徴
を
見
出
せ
る
。

お
わ
り
に

以
上

『
五
紀
』
第
一
八
部
分
の
釈
読
を
踏
ま
え
、
当
該
部
分
を
中
心
に
大
き
く
分
け

、

て
三
つ
の
観
点
か
ら
『
五
紀
』
の
身
体
観
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
。
そ
の
三
つ
の
観

点
と
は
、
①
神
祇
と
身
体
、
②
四
方
と
身
体
、
③
二
十
八
宿
と
身
体
で
あ
る
。
最
後
に

こ
れ
ら
の
要
点
を
簡
潔
に
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

ま
ず
、
神
祇
と
身
体
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
そ
の
配
当
の
根
拠
が
ほ
と
ん
ど
不
明
で

あ
る
。
た
だ
、
第
一
八
部
分
に
出
て
く
る
神
祇
は
、
他
の
部
分
に
お
い
て
人
間
そ
の
も

の
や
人
事
を
含
む
世
界
を
支
え
る
数
算
・
時
・
度
・
正
・
章
の
五
つ
の
秩
序
が
つ
か
さ

ど
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
記
述
か
ら
、
原
著
者
は
五
つ
の
秩
序
が
間
接
的
に
身
体
を

制
御
す
る
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

次
に
、
四
方
と
身
体
に
つ
い
て
は
、
北
斗
七
星
を
中
心
と
す
る
北
の
空
の
天
象
が
身

体
に
そ
の
ま
ま
当
て
は
め
ら
れ
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
第
一
八
部
分
の
原
文
に

即
し
、
四
方
に
関
わ
る
神
祇
を
身
体
に
配
置
す
る
と
、
そ
の
四
方
の
位
置
関
係
は
実
際

の
地
理
的
方
位
と
異
な
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
北
の
空
を
仰
ぎ
見
た
仰
視
図
と
解
釈
す

れ
ば
何
ら
問
題
が
な
い
。
こ
の
考
察
に
よ
っ
て

『
五
紀
』
の
原
著
者
が
北
の
空
に
お
け

、

る
実
際
の
天
象
に
身
体
を
重
ね
、
身
体
を
宇
宙
・
世
界
の
一
部
と
み
な
し
な
が
ら
、
小

宇
宙
と
も
解
釈
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。、

、

三
つ
目
の
二
十
八
宿
と
身
体
の
関
係
に
つ
い
て
は

神
祇
と
身
体
の
関
係
と
同
じ
く

配
当
の
理
由
が
判
然
と
し
な
い
。
た
だ
、
箕
に
口
が
配
当
さ
れ
る
の
は

『
詩
』
な
ど
の

、

。

、

文
献
で
箕
と
口
と
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
関
連
が
あ
る
と
思
わ
れ
る

ま
た

北
斗
七
星
と
心
が
結
び
つ
く
の
は
、
北
斗
が
天
の
、
心
が
五
臓
の
中
心
で
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
天
と
身
体
を
制
御
す
る
と
い
う
類
似
の
性
質
を
持
つ
こ
と
に
由
来
す
る
。

注

（
１
）
黄
徳
寛
主
編
『
清
華
大
学
蔵
戦
国
竹
簡
（
拾
壹

（
中
西
書
局
、
二
〇
二
一
年

。

）
』

）

（
２
）
拙
稿
「
清
華
簡
『
五
紀
』
第
二
一
部
分
の
思
想
史
的
特
徴
：
病
因
論
と
疾
病
観
の
観
点
か
ら
」

（

中
国
研
究
集
刊
』
第
六
八
号
、
二
〇
二
二
年
八
月
、
四
五
～
六
五
頁

。

『

）

（
３
）
注
１
前
掲
書
下
冊
、
九
〇
頁
。

（
４
）
注
１
前
掲
書
下
冊
、
九
三
頁
。

５

こ
の
一
文
の
釈
読
は

清
華
大
学
出
土
文
献
読
書
会

清
華
簡
第
十
一
輯
整
理
報
告
補
正

清

（

）

、

「

」（

華
大
学
出
土
文
献
研
究
与
保
護
中
心
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

ht
t
p
s:
/
/
ww
w
.c
t
w
x.
t
s
in
g
h
ua
.
ed
u
.

、



（ 238 ）

c
n/
i
nf
o
/
10
8
1
/2
7
4
9.
h
tm

、
二
〇
二
一
年
一
二
月
一
六
日
発
表
）
に
従
っ
た
。

（
６
）
注
５
前
掲
論
文
に
従
い
、
整
理
者
が
本
文
末
尾
に
つ
け
て
い
た
「
石
」
字
を

「
后
」
字
と
し

、

て
次
の
文
章
の
冒
頭
に
つ
け
た
。

（
７
）
簡
帛
網
・
簡
帛
研
読
「
清
華
簡
《
五
紀
》
初
読

（h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
b
s
m
.
o
r
g
.
c
n
/
f
o
r
u
m
/
f
o
r
u

」

m
.
p
h
p
?
m
o
d
=
v
i
e
w
t
h
r
e
a
d
&
t
i
d
=
1
2
6
9
4
&
e
x
t
r
a
=
&
p
a
g
e
=
3
0

、
二
〇
二
二
年
一
月
一
七
日
発

表

。）

（
８
）
張
雨
絲
・
林
志
鵬
「
清
華
簡
《
五
紀
》
〝
四
冘
〟
小
議

（
復
旦
大
学
出
土
文
献
与
古
文
字
研

」

究
中
心
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
学
者
文
庫
、h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
f
d
g
w
z
.
o
r
g
.
c
n
/
W
e
b
/
S
h
o
w
/
7
8
6
9

、
二

〇
二
二
年
一
月
七
日
発
表

。）

（
９
）
注
１
前
掲
書
下
冊
、
九
二
頁
。

（

）
底
本
は
王
弼
ら
『
老
子
四
種

（
大
安
出
版
社
、
一
九
九
九
年

。

』

）

10
（

）
注
１
前
掲
書
下
冊
、
九
二
頁
。

11
（

）
注
１
前
掲
書
下
冊
、
九
二
～
九
三
頁
。

12
（

）
注
１
前
掲
書
下
冊
、
九
三
頁
。

13
（

）
注
８
前
掲
論
文
。

14
（

）
注
１
前
掲
書
下
冊
、
九
七
頁
。

15
（

「
禮
・
愛
成
左

「
義
・
忠
成
右
」
の
釈
文
は
、
注
５
前
掲
論
文
に
従
っ
た
。

）

」

16
（

）
注
５
前
掲
論
文
。

17
（

）
注
７
前
掲
サ
イ
ト
（h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
b
s
m
.
o
r
g
.
c
n
/
f
o
r
u
m
/
f
o
r
u
m
.
p
h
p
?
m
o
d
=
v
i
e
w
t
h
r
e
a
d
&
t
i

18

d
=1
2
69
4
&
ex
t
r
a=
&
p
ag
e
=2
8

、
二
〇
二
二
年
一
月
八
日
発
表

。）

（

）
注
７
前
掲
サ
イ
ト
（h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
b
s
m
.
o
r
g
.
c
n
/
f
o
r
u
m
/
f
o
r
u
m
.
p
h
p
?
m
o
d
=
v
i
e
w
t
h
r
e
a
d
&
t
i

19

d
=
1
26
9
4
&e
x
t
ra
=
&p
a
g
e=
1
9

、
二
〇
二
一
年
一
二
月
二
九
日
発
表

。）

（

）
注
７
前
掲
サ
イ
ト
（h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
b
s
m
.
o
r
g
.
c
n
/
f
o
r
u
m
/
f
o
r
u
m
.
p
h
p
?
m
o
d
=
v
i
e
w
t
h
r
e
a
d
&
t
i

20

d
=
12
6
9
4&
e
xt
r
a
=&
p
a
ge
=
2
0

、
二
〇
二
一
年
一
二
月
三
〇
日
発
表

。）

（

）
注
５
前
掲
論
文
。

21

（

）
石
田
秀
実
『
気
・
流
れ
る
身
体

（
平
河
出
版
社
、
一
九
八
七
年

、
一
五
〇
～
一
七
三
頁
。

』

）

22
（

）
注
８
前
掲
論
文
。

23
（

）
劉
仁
氏
は

『
周
礼
』
や
『
儀
礼
』
な
ど
に
あ
る
記
述
か
ら
、
門
の
左
右
と
東
西
と
の
関
係
性

、

24

を
考
察
し
た
清
・
兪
正
燮
『
癸
巳
類
稿
』
の
記
述
を
引
き
、
門
の
左
右
が
東
西
ど
ち
ら
に
属

す
る
か
は
家
の
敷
地
内
か
ら
見
る
か
（
つ
ま
り
主
人
の
視
点

、
外
か
ら
見
る
か
（
つ
ま
り
客

）

人
の
視
点
）
に
よ
っ
て
定
ま
る
も
の
で
、
地
理
の
方
位
に
よ
っ
て
固
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な

い
と
述
べ
る
（
劉
仁
「

左
伝
》
〝
右
河
而
南
〟
楊
注
志
疑
：
兼
論
先
秦
空
間
方
位
与
身
体
方

《

位
的
関
係

『
中
国
典
籍
与
文
化
』
二
〇
一
九
年
第
四
期
、
九
～
一
〇
頁

。

」
、

）

（

）
劉
玉
堂
・
賈
海
燕
「
馬
王
堆
帛
書
《
五
十
二
病
方
》
与
楚
人
〝
四
方
〟
概
念

（

中
国
文
化

」
『

25

研
究
』
二
〇
一
一
年
秋
之
巻

、
六
四
頁
。

）

（

）
底
本
は
正
統
道
蔵
。

26
（

）
図
は
松
下
道
信
「
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
吉
田
文
庫
所
蔵
『
太
上
老
君
説
常
清
静
経

」』

27

（

宋
金
元
道
教
内
丹
思
想
研
究

、
汲
古
書
院
、
二
〇
一
九
年
、
四
五
〇
頁
）
掲
載
の
も
の

『

』

を
確
認
し
た
。
こ
の
図
は
、
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
吉
田
文
庫
蔵
『
太
上
老
君
説
常
清

静
経

（
唐
末
ま
で
に
成
立
し
た
か
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る

『
修
真
九
転
丹
道
図
』
は

『
道

』

。

、

蔵
』
所
収
の
陳
朴
『
陳
先
生
内
丹
訣
』
お
よ
び
『
修
真
十
書
』
巻
一
七
『
雑
著
捷
径
』
の
泥

丸
先
生
陳
朴
伝
『
翠
虚
篇
』
の
二
冊
と
関
連
が
深
く
（

宋
金
元
道
教
内
丹
思
想
研
究

、
四

『

』

三
二
頁

、
時
代
は
か
な
り
下
る
こ
と
に
な
る
が
、
内
丹
に
お
け
る
左
右
の
捉
え
方
を
物
語
る

）

資
料
と
し
て
参
考
に
は
な
ろ
う
。

（

）
資
料
番
号
は
、
湖
北
省
博
物
館
編
『
曾
侯
乙
墓
』
上
巻
（
中
国
田
野
考
古
報
告
集
、
考
古
学

28

専
刊
、
丁
種
第
三
七
号
、
文
物
出
版
社
、
一
九
八
九
年
）
に
よ
る
。

（

）
稲
畑
耕
一
郎
「
曾
侯
乙
墓
の
神
話
世
界
：
出
土
文
物
の
図
像
か
ら

（

中
国
文
学
研
究
』
第

」
『

29

一
七
期
、
一
九
九
一
年
一
二
月

、
一
一
五
頁
。

）

（

）
小
沢
賢
二
『
中
国
天
文
学
史
研
究

（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
〇
年

、
八
二
～
八
三
頁
。

』

）

30
（

）
李
零
『
長
沙
子
弾
庫
戦
国
楚
帛
書
研
究

（
中
華
書
局
、
一
九
八
五
年

、
四
五
頁
。

』

）

31
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（

）
底
本
は
安
居
香
山
・
中
村
璋
八
『
重
修
緯
書
集
成
』
巻
四
上
（
明
徳
出
版
社
、
一
九
八
八
年
）

32

所
収
『
春
秋
元
命
苞

。』

参
考
文
献
】

【・
鄒
濬
智
『
西
漢
以
前
家
宅
五
祀
及
其
相
関
信
仰
研
究
：
以
楚
地
簡
帛
文
献
資
料
為
討
論
焦
点
』
上

下
（
林
慶
彰
主
編
『
中
国
学
術
思
想
研
究
輯
刊
』
二
編
、
第
六
冊
（
上

・
第
七
冊
（
下

、
花
木
蘭

）

）

文
化
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
）

【
附
記
】

本
研
究
の
一
部
は
、
第
七
五
回
中
国
出
土
文
献
研
究
会
（
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
、
二
〇
二
二
年
九
月

）

、「

『

』

」

二
三
日

に
お
い
て

清
華
簡

五
紀

第
一
八
部
分
に
お
け
る
四
方
・
二
十
八
宿
・
身
体
の
関
係

と
題
し
て
発
表
し
た
際
に
得
た
意
見
を
踏
ま
え
、
修
訂
を
施
し
た
。
ま
た
、
そ
の
上
で
執
筆
し
た
論

者
の
博
士
学
位
申
請
論
文
「
清
華
簡
『
五
紀

『
行
称

『
病
方
』
か
ら
考
え
る
古
代
中
国
の
身
体
観
・

』

』

病
気
観
」
の
う
ち
、
第
一
部
「
清
華
簡
『
五
紀
』
の
身
体
観
」
第
一
章
・
第
二
章
に
加
筆
し
た
も
の

で
あ
る
。

、

（

）

。

本
研
究
は

科
研
費

特
別
研
究
員
奨
励
費

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る

JSPS
JP21J10152

六
車

楓
（
む
ぐ
る
ま
・
か
え
で
）

一
九
九
五
年
生
ま
れ
。
大
阪
大
学
大
学
院
人
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
、
日
本
学
術

振
興
会
特
別
研
究
員
（
Ｄ
Ｃ
２

。
専
門
は
中
国
思
想
に
お
け
る
身
体
観
。
共
著
に
『
よ

）

く
わ
か
る
中
国
思
想

（
湯
浅
邦
弘
編
著
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
二
二
年
二
月

、
主

』

）

要
論
文
に
「
清
華
簡
『
病
方
』
釈
読
：
中
国
医
学
思
想
史
の
再
検
討

（

待
兼
山
論
叢
』

」
『

第
五
五
号
哲
学
篇
、
二
〇
二
一
年
一
二
月
）
な
ど
。
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